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午前１０時０１分 開会 

きりき委員長  ただいまの出席委員は７名である。定足数に達しているので、これより

健康福祉常任委員会を開会する。 

 本日配付された協議会の資料は行政資料室に所蔵している。 

 それでは、これより審査に入る。本日の審査は、お手元に配付した審査

案件の順序に沿って進めさせていただく。 

 日程第１、４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開と地域

医療への責任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記す）に

働きかけるとともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求める陳

情を議題とする。 

 なお、４陳情第１４号については署名の追加があったので事務局より報

告させる。 

山本議会事務局次長 ４陳情第１４号について、これまでの署名は２９１名だった。本日

までに追加の提出が７０１名あった。合計して９９２名である。 

きりき委員長  なお、本件については、陳情者から資料の提出があった。委員の皆様に

は事前に配付しているのでご確認願う。 

 本件については、陳情者から発言の申し出がある。多摩市議会基本条例

第６条第３項の規定により、これを許可することにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。よって発言を許可することに決した。 

 発言される方に申し上げる。議会で定める要領により、発言は５分以内

となっている。なお、１分前になったらその旨をお知らせするので、時間

内で発言をお願いする。また、本日の発言は要点記録に記載される。簡潔

明瞭に、陳情書に沿って発言してほしい。それでは、氏名を言われてから

ご発言願う。 

陳情者（佐々木氏） 私は陳情提出者の、厚生荘病院の働く人たちと医療を守る会の世話

人をしている佐々木邦夫と申す。早速意見表明をさせていただく。 

 昨年１２月３１日に一般財団法人愛生会は多摩市和田の厚生荘病院を一

方的に閉院した。老朽化のため改修などが必要なことを閉院の理由として
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いたが、病院経営を続けながら改修等の工事がなぜできないのか、市民、

地域住民、病院職員にも詳しい説明がなかった。愛生会は厚生荘病院を閉

院するために１２０名もの入院患者さんを転院させた。入院患者さんの多

くは重症の方々で、転院に伴って病状の悪化が心配されたが、その後の個

別の状況の把握は不明である。 

 また、病院職員は全員退職せざるを得なくなり、希望退職に応じなかっ

た病院職員１０名は１２月３１日をもって全員整理解雇された。寝たきり

の患者さんに寄り添い、親身に看護に携わり、病院でのケアに誇りを持っ

ていた。地域の皆さんからは、厚生荘病院をかかりつけ医としていた、最

後は厚生荘病院でと考えていたなど、不安と戸惑いの声が今も上がり続け

ている。 

 ところが、愛生会は、建て替えて新病院で再スタートすると表明しなが

ら、昨年１２月に閉院した後、敷地を塀で囲ったまま解体工事もせず、い

まだに建て替え計画を地域住民にも多摩市にも明らかにせず、東京都にも

提出していない。現在厚生荘病院周辺は医療の空白状態が起きている。多

摩市は、厚生荘病院を多摩市版地域医療連携構想の中で災害医療支援病院

として指定し、回復期、慢性期の重要な病床としても位置づけてきた。そ

の医療行政にも重大な支障を来すことになるのではないだろうか。 

 私たち厚生荘病院を守る会は、今年３月と１０月の２度にわたって厚生

荘病院周辺の医療に関するアンケート調査を行った。アンケート結果につ

いては、全ての会派の皆様にお届けしてある。ぜひ医療空白に対する地域

の切実な声を受け止めていただきたいと思う。幾つかご紹介する。 

 コロナが終息していない状況下で病院が閉院するということは、地域に

とって放っておけない問題だと思う。高齢者の多い多摩市には自宅から至

近の医療機関がないと非常に不便だと思うので、早期解決を望む。地域、

市として医療劣化について不安である。今後の建築計画が全く周知されな

いことについて、地域住民としての不安や不信感を持っている。今までは

足の悪い私でもゆっくりと歩いて病院１人でも行かれた。今は他人の手を

煩わさないと、通院は駅の近くでも大変となり、バス停に出るまでやバス

に乗り込むことに不安があり、一人では無理である。市の健診にすら行く
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ことができず、少々のことは我慢と病状悪化を感じているのが現状である。 

 このように、厚生荘病院周辺の地域住民から病院の再開を強く望む声が

上がっている。そして、現在の地域の医療空白状況に対する不便さ、不安

は計り知れないものがある。アンケートには、多摩市に行政として要望す

る具体的内容として、早期再開を法人に強く働きかけることが多く回答さ

れている。 

 したがって、第１に、厚生荘病院の再建計画と早期再開を愛生会に求め、

地域医療に責任を果たすよう働きかけることが何より急がれる。そして、

仮に再建の見通しが立ったとしても、今後長期にわたる医療空白期間が予

想される。その間の多摩市としての医療行政の責任として、アンケートに

もあるように、臨時の診療所開設や通院のための送迎などの具体的な措置

を講じる必要があると思う。 

 私たち厚生荘病院を守る会は、阿部市長と昨年、今年と２回懇談した。

その中で市長は、厚生荘病院は地域貢献、社会貢献した病院だ、愛生会に

は早期に再開することを働きかけていきたいと述べられている。 

 以上、多摩市議会及び各会派におかれては、アンケートにもある地域の

切実な声を受け止めていただき、本陳情の趣旨をご理解の上、採択される

ことを希望し、意見表明とする。ご清聴ありがとう。 

きりき委員長  以上で市民発言を終わる。 

 本件の陳情内容について、現在の市の状況や考え方など、市側から説明

等あったらお願いする。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまの陳情の関係であるが、昨年もこうした陳情を頂戴

しているところである。こちらの厚生荘病院を運営している一般財団法人

愛生会とは、最低でも月に１回、情報共有も含めて昨年来ずっとやり取り

を続けているところである。昨日も愛生会の理事長と市長のトップ会談で

お互いに情報を共有しながら今後のスケジュールについてお話をさせてい

ただいたところである。病院としては再建に向けて様々な検討を現在され

ている状況だと伺っているところであり、その再開について具体的にどの

ような手法を取っていくのか、現在のところ詳しい状況について改めて確

認をしているところである。 
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きりき委員長  これをもって説明を終わる。 

 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

小林委員    陳情の内容としては、今、陳情者の方が発言されたように多摩市が一般

財団法人愛生会に対して厚生荘病院の早期再開と地域医療への責任を果た

すことを多摩市として働きかけてほしいというのが１点、もう一つは、多

摩市として厚生荘病院の再開を実現するまでの間、地域の医療空白を解消

するための何らかの措置を取ってほしいという、この２つである。それで、

今から質疑を行うが、大きく分けて次の２つの柱で行いたいと思う。 

 １つ目の柱は、閉院後１年を経ても今なお厚生荘病院の再開の兆しが全

く見えておらず、この点で当該法人の愛生会も、地域医療の環境づくりに

責任を負う多摩市も、その責任を果たしていないのではないかということ。

もう一つの柱は、厚生荘病院の閉院によって病床数が減少し、一つのコミ

ュニティから医療機関がなくなったことで多摩市全域的にも地域的にも、

この陳情で指摘しているような医療空白が起こっており、これを解消する

責任が市にはあるのではないか。この２つの柱で質疑を行いたいと思う。 

 まず１つ目の柱であるが、昨年の市議会第３回定例会で今回の陳情と同

じ陳情者が提出した３陳情第１０号 多摩市和田の厚生荘病院の閉院計画

を中止し、地域医療を守り、存続させるよう一般財団法人愛生会と東京都

に働きかけることに関する陳情が審査された際に、次のような事実が明ら

かになった。１つ目は、当該法人である愛生会理事者が２０２１年７月２

６日に、同年１２月３１日をもって厚生荘病院を閉院するという表明を行

い、同月２８日に職員に示された説明資料によれば、閉院の理由として理

事者が挙げたのは、建物の老朽化に対応する改修工事・耐震化工事には費

用が必要、病院事業を継続したままでの工事は現実的でないという２つで

ある。 

 ２つ目は、この陳情の質疑の中で、市としては当該法人から厚生荘病院

を建て替える計画があると聞いていたことを明らかにした。そして３つ目

には、この陳情に対する常任委員会での審査で否定的な立場で意見を述べ

た一部の市議からは、厚生荘病院は一旦閉院するが建て替えをすると言っ

ているではないかという、その理由が述べられた。つまり愛生会は、厚生



5 

 

荘病院を一旦閉院する最大の理由として改修や耐震化工事を進めるためだ

ということが挙げられ、そして市の説明では、愛生会には建て替え計画が

あるということがわかった。 

 ところが、この陳情が提出されてから約１年３か月以上が経過、閉院し

てからでも１年が経過してもなお建て替えの具体化が進まないどころか、

先ほど陳情者も述べられたが、その大前提となるはずの建物の取り壊しも

行われていない。 

 また、建物を取り壊し建て替えを進めるための東京都への申請なども全

く行われていないのではないか。少なくとも私は、愛生会からも市からも、

その種の情報には一切接していない。こういう状態になっていることにつ

いての市の認識をまず伺いたいと思う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまのご質問である。先ほどもお答えをさせていただい

ているが、昨年度こちらの病院は閉院し一旦休止ということで東京都には

休止届を提出されていると伺っているところである。それ以降、病院の再

建に向けて、建て替えも含めどのような形にするか、従前から法人の中で

様々な検討をされていると伺っているところである。 

 具体的にそうしたイメージ的ないろいろ幾つかの案を法人からも頂いて

いるところであるが、コロナ禍の中での病院経営で、資金調達、あるいは

人材の確保、様々な検討の中で再建、建て替えを行うのはかなり難しいよ

うな状況も、一方では伺っているところである。ただ、この点については

総体的な結論がまだ出ていない中で時間がかかっているところであるが、

医療機能の確保という意味では、その検討については進んでいると伺って

いるところである。 

 それから、解体については、そもそもそのスケジュールでは今年度に建

て替えに当たる医療施設近代化施設整備費補助金を検討する中で、医療施

設近代化施設整備費補助金を頂いた段階でその解体ができるという指導が

東京都からあったが、その医療施設近代化施設整備費補助金については建

て替えに関することであるので、そこについて様々な検討をした結果まだ

医療施設近代化施設整備費補助金を申請するまでには至らないという中で、

解体については現在のところストップしていると伺っているところである。 
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小林委員    様々な検討がされているという中では、人をどう確保するかといったこ

とも含めて検討しているということであるが、その内容については全然明

らかにされていない。おそらく市にもそういうことが明らかにされていな

いだろうし、私たちにも全くされていない。その態度というか姿勢は非常

に不誠実だと私は思う。 

 先ほど申し上げた昨年の陳情の審査の中で私たちも申し上げたし、陳情

者も言っていたが、病院というのは病院事業を継続しながら少しずつ建て

替えをやるのが普通だと、ところが閉院して一旦壊してしまうのは納得が

できないと言ったときに、少しずつやっていくことになるとどうしても工

期が長くなる、だから一旦閉院をして建て替えるほうが工期も短くなると

いうような話を法人側から聞いていると言われたが、工期を短くしたいと

言っておきながら１年間も何もしないでいるのは全く納得ができないこと

だと思う。だから、なぜ遅れているのか、様々な検討をしているというの

であればどういうことを検討しているのか、今どういう段階にあるのか、

これをしっかりと法人側に市として問いただすべきだと私は思うが、その

点についてもう一度伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 先ほども申し上げたように、昨日のトップ会談でも市長から

理事長に対し、地域での医療をしっかり守っていただきたいという話をし

ていただいたところである。そうした中で、市では、和田の地域に医療機

能をしっかり残すということで強くお願いをしているところである。 

 一方、今の医療機能の現状を鑑みると、先ほど申し上げた病院というい

わゆる入院施設の機能をどのようにその地域で持たせるかというのが一つ

の議論になっており、具体的にはその病院を経営するには現在のコロナ禍

の中で人手も非常に不足している、感染症対策等、あるいは医師の働き方

改革の中で今後医療従事者を含めて人員が非常に必要なこと、それは看護

師さんもそうで、基準配置という中で多くの看護師さんを確保する必要が

ある等、そうした病院の経営に対しての様々な分析を病院側としてはされ

ていると伺っているところである。 

 そうした中で、医療機能をどのように残すかを一方では検討されていて、

少なくとも医療機能については和田地区の中で確保するという方向だと、
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現在のところは伺っているところである。 

小林委員    今のご説明で、病院を再開するに当たっては医師や看護師等その病院で

働いていただける方が必要で、それを確保しなくてはいけないということ

が大変大きいというお話をされたのであるが、それならなぜ今まで働いて

いた人たちを全員解雇したのか、全く理由になってないと思う。それから、

こういう状態をこの法人が放置していることも重大な問題であるが、市は

この地域の医療機関をきちんと整備する重大な責任を負っており、そうい

う状態を市が放置をしていることも問題だと私は思うので、この点を指摘

しておきたい。 

 それから、２つ目の柱の医療空白の問題に移りたいと思う。それで、こ

の医療空白については、全市的な空白の問題と地域的な空白の問題がある。

まず全市的な問題であるが、もともと多摩市を含む南多摩医療圏には多摩

市のほかに八王子市、町田市、稲城市、日野市があるが、ここでは患者の

流出率が大変高い状態にある。２０１６年に東京都が作成した東京都地域

医療構想の中では、南多摩二次保健医療圏では高度急性期で流出が流入を

上回りその差は１日当たり３２０.１人、急性期でも同様でその差は１日

当たり６０８.８人、回復期もその差は１日当たり５１６.６人、それで慢

性期のみ流入が流出を上回って１日当たり１,２６９.４人となっている。 

 以上、紹介したように、南多摩二次保健医療圏はもともと医療機関が不

足をしている、つまり流入よりも流出が上回っているが、こういう現状に

ついての市の認識を伺いたいと思う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまご質問いただいた２０１６年度の東京都の地域医療

連携の関係である。１つは、今お話しいただいた高度急性期、急性期と様々

な機能の病床がある中で、慢性期については基本的に流入が上回っている

ような現状であり、それは近隣の中の病院も、ご承知のように病院という

ものは基本的に応召義務を含めてどちらも地域の中で必ず受けなければな

らないというものではないので、様々な患者さんあるいはご家族の選択肢

の中で病院が一つ選ばれているというところはあるかと思う。そうした中

で、ご自分の病状等に一番フィットした中で病院の入院先を選択されてい

ると考えている。 
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 一方で、病床については東京都の地域医療構想の中でもいろいろ様々お

話をいただいているところであるが、現状病床についていろいろ検討され

ている中で、どのようにふやしていくのかは南多摩圏域全体の中で考えて

いくことが必要であると考えている。 

小林委員    もう一回端的に伺うが、南多摩医療圏として医療が不足しているという

認識を多摩市としては持っているということか。 

伊藤保健医療政策担当部長 様々な機能の病床がある中で、一概に何が足りて何が足りな

いのかをお答えするのは難しいかと考えている。いろいろな病状の方がお

られる中で、その方に最適な病院というものが必要で、結果として現状の

ようなベッド数の状況になっていると考えている。 

小林委員    地域医療構想をつくるというのは、先ほど申し上げたように流入や流出

をデータとしてしっかりつかんで今どういう状態にあるのか、一般的に言

えば流出が大幅に上回るのは、その圏域としては医療が不足していること

を示すものだと私は思う。それから、２０２０年３月に多摩市が策定した

多摩市版地域医療連携構想を見ると、その５４ページから５５ページにか

けて多摩市外への流出状況、入院・入院外というのがあり、南多摩医療圏

の中でも多摩市は市外への流出率が相対的に高く、医療が足りていない現

状があるのではないかと思うが、市の認識を伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまのお話の地域医療連携構想は２０２０年３月に策定

しているものであるが、その時点においては今ご質問いただいたような形

で一定程度の方が多摩市から市外に流出をしているというお話はできるか

と思っている。ただ、あくまでも２０２０年３月でコロナという新型感染

症が起きる前のお話でもあり、今後来るかもわからない新型感染症等、様々

なことを含めながら地域の病床については考えていかなければならないと

思っている。 

小林委員    今言われたコロナ禍ということで言えば、私はますます医療機関が必要

になっているのではないかと思う。それで、今ご紹介した多摩市版地域医

療連携構想であるが、これは当然２０２０年３月であるから厚生荘病院閉

院前の数字になるが、閉院前の数字では回復期の全病床数１３４床、これ

は２つの病院がやっているわけであるが、このうち厚生荘病院が４１床で
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全体の３０.１％を占めている。それから慢性期の全病床数は３つの病院で

４９５床、このうち厚生荘病院が２０２床で４０.８％を占めている。もと

もと南多摩医療圏でも不足している。多摩市は南多摩医療圏の中でも流出

が多いということがあり、その中で回復期の病床の約３割を占めている厚

生荘病院がなくなったということは、私は多摩市の医療空白に拍車をかけ

ているのではないかと思うが、その点について市の認識を伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 今ご質問いただいた多摩市の中で医療空白が起こっているか

どうかについては、必ずしも多摩市民の方が多摩市内に入院されるとは限

らない。先ほどお話しさせていただいたように、様々なそのご本人の病状

とご家族の関係に合った病院に入院されるのが一番と考えており、そうし

た中で必ずしも多摩市民の方が多摩市内の病院に入院するとは限らないと

いうところはあるかと考えている。 

 そうした中で鑑みると、先ほどご質問者から頂いた厚生荘病院に既に入

院されていた方の中でも、全員が多摩市民の方とは限っていないので、市

外から来られて入院されている方もおられると伺っているので、そうした

中で具体的にいわゆる病床の空白、医療の空白というのは現在のところ起

こっていないと考えている。 

小林委員    必ずしも多摩市民が利用しているわけではなく他市の市民も利用してい

るというのは、それはそうだと思うが、それだったらわざわざこのような

データを作って市民に見てもらうそもそもの必要性がないと私は思う。 

 それから、先ほど紹介したように流入が流出を上回っているのは慢性期

だけであるが、この慢性期において病床数の約４割を占めていた厚生荘病

院がなくなってしまったことは、多摩市民にとってはもちろんそうである

が、先ほどほかの市の方も利用していると言われていたが、ほかの市の方

にとっても非常に重大な問題だと私は思う。そういう認識を持つ必要があ

ると思う。それで、慢性期ということで言うと、厚生荘病院は市内の介護

事業所などから言ってみれば最後のとりでということで頼りにされていた

と、この間何人もの方からお話を伺った。この点について市の認識を改め

て伺いたいと思う。 

伊藤保健医療政策担当部長 実際その介護事業者、ケアマネージャーさんも含めて、そう
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した中で療養の病床群も非常に抱えていたというのが厚生荘病院の一つの

特徴であるので、最後そこの病院に入院をされたいというご希望の方がお

られたということは伺っているところである。 

 一方、先ほど来のお話になるが、近隣他市のそうした慢性期も含めて病

院を利用されている方も多いということは言えると思っているので、そう

した中で厚生荘病院に入院されていた方々については、近隣各市あるいは

市内の中での受け入れというところで、現在のところその空白的な要素は

ないと考えている。 

小林委員    先ほどからほかの市でもそういうところを補うようなところがあるのだ

と盛んに言われているが、医療が不足しているという状況をそれぞれの市

で解決をしていかないと、どこの市も今部長が言われたような認識でいた

ら、全体として本当に不足してしまう。どこも受け入れるところがなくな

ってしまう。だから、そういうことに私は痛みを感じてほしいと思う。 

 それから、全市的なことで付け加えると、多摩市版地域医療連携構想を

先ほどからご紹介しているが、この中に災害医療支援病院ということで厚

生荘病院がある。この災害医療支援病院というのは、多摩市では厚生荘病

院と桜ヶ丘記念病院の２つしかない。このうちの１つがなくなってしまっ

たわけである。だから、これは災害時の医療ということでも非常に大きな

空白になっていると思うが、その点についての認識を伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまお話しいただいた災害医療支援病院は、災害の際に

専門よりは慢性期の対応ということで医療救護活動を行うというような病

院の位置づけである。今お話しいただいたように今市内の２カ所の病院で

その役割を担っていただいているところであるが、現実として厚生荘病院

がかなり老朽化も含めて運営が困難という中で、実際その医療支援の機能

を果たすより前に病院経営そのものがかなり難しいという中で、やむなく

休院という手段を取っていると考えている。そうした中で、実際に救護活

動を含めた医療支援については、現在のところ桜ヶ丘記念病院が１カ所あ

るので、あと近隣のクリニック等のお力を借りながら対応を図っていくの

が、現状の中で進めていくべき方向と考えている。 

小林委員    私は、この多摩市版地域医療連携構想を何年かに一度つくって多摩市に
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おける医療状況をきちんと把握する、データも市民の皆さんに示すことは

非常にいいことだと思うが、それに基づいていろいろな計画を立てるので

なければ意味がないと思う。今後そもそもつくる意味が。だから、そこは、

何かなくなっても別のところでカバーできるのだというような形で捉えて

いるのは非常に問題だと思う。 

 それから、空白の問題で、２つ目の地域コミュニティから医療機関がな

くなることについて質疑をしたいと思う。陳情の資料として、このアンケ

ートの集計結果が示されている。この中には、例えば聖蹟桜ヶ丘駅までバ

スで行かなければならず非常に不便、和田地区に病院が少ないので困る、

自分の家の近くに病院があるというだけで安心感があった、先月体調を崩

したときに近くに病院がなく通院を諦め自宅療養で直した。土日・休日に

休診のクリニックが多いため土日・休日の救急医療に対応できる地域医療

機関が近くにあってほしい、このような意見がたくさん並んでいる。困り

事も紹介されている。言ってみれば和田・東寺方の地域から医療機関がな

くなり、この地域で医療空白が起こっていることについての市の認識を伺

いたいと思う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまお話しいただいたアンケート集計結果を私どもも頂

いているところである。こちらの設問の一番目のところは私も拝見をさせ

ていただいているところであるが、ここには２つの大きなポイントがある

と思っている。１つは、このアンケートに答えられている方がどのような

医療を必要とされているのかどうか、病院といわゆる診療所の違いという

ところがあるかと思っている。 

 こちらのアンケートの結果を見ると、４割近くの方が病院というよりは

近くに診療所・クリニックを望んでいる。いわゆる健康診断や、内科等、

風邪を引いたときに歩いていけるようなところが必要だというお話を頂い

ていると伺っているので、そうした医療機能をどのようにこの地域で引き

続き保っていくのかが一つの大きなポイントである。 

 もう一つは、次の設問にもあるが、従前から歩いて行けるようなところ、

あるいは自分の病状等も含めて一定程度の交通機関は利用するが駅前のク

リニック等にかかられている方も多いと考えているので、厚生荘病院の代
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わりに入院機能が必要なのか、入院機能の代わりではなく医療機能を保つ

にはどうしたものが必要なのかということは私どもも必要だと感じている

ので、そうしたことも含めて法人側とやり取りをしているところである。 

小林委員    先ほど全市的な空白の影響ということを申し上げたが、厚生荘病院は慢

性期に対応できる病院として非常に重要な役割を果たしていたと同時に、

この和田・東寺方地域では身近な診療機関、かかりつけ医的な存在として

住民の皆さんから非常に愛され、利用されていたところだと思う。それで、

多摩市の医療機関は必ずしも市内に均一に配置されているわけではない。

ニュータウンの団地では、唐木田、多摩センター永山駅周辺、団地内のい

わゆる医者村と言われるところにある。既存地域では、聖蹟桜ヶ丘駅周辺

に集中しているというのが一つの特徴だと私は思う。そういう点で、和田・

東寺方地域だけではなく連光寺なども非常に不足していると思うが、そう

いうところには非常に少ない。だから、その一つだった厚生荘病院がなく

なったことがその地域の人にとって非常に重大な影響を与えているという

ことは、市としてぜひつかんでほしいと思う。 

 以上申し上げたように、全市的にも地域的にも、厚生荘病院の閉院とそ

れが一向に再開しないことによる医療空白の長期化という問題は市民の命

と暮らしに重大な影響を与えていると私は思う。以上のことを踏まえて、

市民の命と暮らしを守ることに責任を持つ多摩市が、厚生荘病院の早期再

開によって医療空白が解決されるよう愛生会に強力に働きかけてその責任

を全うするよう求めていただきたいと思うが、その点について伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 ただいまのご質問であるが、冒頭申し上げたように昨日市長

と先方の理事長のトップ会談という中では、市長から、和田地区の中で医

療の空白が生じないようにしっかりとその取り組みを進めていただきたい

ということは再三要請をさせていただいているところである。そうした中

で、先ほど来お話をさせていただいているように、現状医療機能をどのよ

うに愛生会として保っていくか、様々なご検討をされているところである。 

 昨日、お話を頂いているのは、年明けというか年度末までになると思う

が、具体的な検討案を地域の方々に対して示していきたいというお話を頂

戴しているところである。その医療機関が病院という入院機能が必要とさ
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れるものになるかどうかは別として、一つの医療機能ということでしっか

り地域の方々を医療で支えたいということは意向として伺っているので、

そうした中の動きを、今後引き続き情報共有も含めて法人側とやり取りを

させていただきたいと考えている。 

小林委員    当該法人が改心をして、今閉院状態になっているがこれを直ちに再開し

てお医者さんも看護師さんも集めて病院を再開することになれば別である

が、これから今言われたように年度末にかけて検討案を示し、東京都への

いろいろ一定の申請等もあると思うので、それから取り壊しをして建て替

えをするとなれば、当然一定の空白期間がこれからも続くことになる。そ

ういう中で、医療空白が少しでも解消されるように、一つは強力な働きか

けをしてほしいし、もう一つは多摩市としてもその医療空白が解消される

ような措置を取る必要があるのではないかと私は思うが、その点について

伺う。 

伊藤保健医療政策担当部長 医療空白をどのような形で捉えるかが一つポイントとしてあ

ると考えている。病院が全ての医療空白を埋めるものとは限らないという

中で、先ほどのアンケートの調査の結果を鑑みても、いわゆるかかりつけ

医が近隣にあるのが望ましいということであれば、今後例えば法人側が検

討される中で、病院と違い一定程度の期間の中で手続を取ればクリニック・

診療所が開設できるという側面もあり、そうしたことも含めて法人として

は検討を進めていると考えている。その意味では、年度末までの説明会を

注視しながらできるだけ早急に、その医療空白の期間がなるべく短い期間

に済むような形で引き続き法人側には要請をしていきたいと考えている。 

小林委員    和田・東寺方には現実に医療機関そのものがないわけである。聖蹟桜ヶ

丘駅や永山駅が近くだと部長が考えているのだったら私と全く見解が違う

が、近くではないわけである。だから、地域的に医療空白が起こっている

ことは事実で、それに対応した措置をぜひ取ってほしいと思う。この質疑

の最後に、厚生荘病院が再開されることになったら、以前のように介護事

業所から最後のとりでと頼られ、また地域の住民の命を守る、市民の皆さ

んから愛される病院になることを私は願っている。以上申し上げて、質疑

は一旦終わる。 
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しらた委員   今回のこの陳情であるが、多摩市として、この病院に何か補助する等、

どのようなことを考えているのか。多摩市では今、そういう補助をする何

かシステムや決まりはあるのか。補助を出したり出さなかったり、同じ病

院、市民から見れば命を救っていただける等いろいろな思いがあるが、今

の状況はどのようになっているのか。 

伊藤保健医療政策担当部長 補助金という形で厚生荘病院に支出をしているということは

ない。一部健診事業等委託をしている事業については当然その委託の内容

でお願いをしているが、運営費等については、基本的には民間の病院であ

るので、そうしたことは行っていない。 

しらた委員   民間ということで、東京都などは民間医療機関向けの補助金、国では医

療提供体制施設整備交付金のようなものも準備されているが、永山の日本

医科大学の東永山小学校跡地と土地を交換したところなども、土砂崩れと

いうかレッドゾーンということで多摩市がそこの整備をした。厚生荘病院

のところもたしかイエローゾーンであったので、どこまで安全を保つかは

また専門家の判断も必要だと思うが、やるところとやらないところの整理

というか一回きちんと決めたほうがいいかと思うが、その辺はいかがか。 

伊藤保健医療政策担当部長 今のお話であるが、従前来、日本医科大学多摩永山病院の関

係ではずっとご説明をさせていただいているところであるが、日本医科大

学多摩永山病院は高度急性期を担う大学病院で、従前の民間の病院とは病

院の医療の対象者も含めて少し相違があると考えているところである。当

然医療ということでは皆さん同じであるが、やはり高度急性期ということ

で、ほかのいわゆる民間の病院の必要度というところでは、そうした高度

急性期に対しての様々な補助については必要だと考えている。 

しらた委員   高度急性期医療ということであるが、どこかそういうところできちんと

説明して議決が必要かと思う。そういう整理が必要ではないかと思う。民

間がやっていることであるが、病院の経営も大変厳しい環境だと思う。建

設費が高騰しているし円安などもあるが、市長と事業者がトップ会談をし

たときに、そういう話は何も出てこなかったのか。 

伊藤保健医療政策担当部長 そうしたところが特段出ているという話ではない。今回のケ

ースについては、あくまでも厚生荘病院の老朽化に伴い、運営を継続させ
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ると患者さんの安全や入院機能を保てないところから、やむなく休院の運

びとなったと伺っている。そうした中で再建するに当たって補助金云々と

いうことではなく、まず基本に立ち返って病院をどのような形で今後運営

できるかどうかを法人自身として検討されていると伺っており、そうした

お話が具体的に出ているところではない。 

しらた委員   運営ができるかどうかというところがポイントなのかと思うが、もし運

営ができなくてあそこの地域が空白になるとなれば、またそれも一つ考え

ておかなくてはいけないのかと思うが、その辺はどのようにお考えか。 

伊藤保健医療政策担当部長 先ほど来ご質問者も含めて医療の空白地域というようなお話

をいただいているが、何をもって医療の空白期間と捉えるかというのは一

つあると思っている。先ほどから申し上げているように、高度急性期等も

含めて基本的には二次医療圏という考え方で南多摩圏域での必要な病床数

が確保されているという中で、改めてクリニックベースも含めて近隣にど

の程度のものが必要かどうか、その中で医療空白ということを考えていか

なければならないと思っているので、一概にそこの地域に病院やクリニッ

ク、診療所がないから医療空白と呼べるかどうかというところはあると思

う。 

 ただ、従前来厚生荘病院がそこにあったという中で、近隣地域の方々は

歩いて行ける病院があったほうが心強いと考えておられると思っているの

で、そこは一定程度その医療機能を満たしているものが中には引き続き必

要だと考えている。 

板橋委員    先ほどから聞いていて、厚生荘病院が閉院したからといって医療空白と

言えるのかどうかと何度も話しておられるから非常に気になるのであるが、

多摩市の場合はお隣の稲城市や日野市のようにきちんと病院を持っていな

い市であるが、持っていないだけにもっと真剣に地域の医療のことについ

て考える必要があるのではないかと思う。今回でも、慢性期の病床と回復

期の病床合わせて２４３床がなくなったわけである。 

 さらに、国では今、急性期病床を大幅に削減しようかといった動きもあ

るわけである。まさに民間任せで、よその自治体にも病院がそれなりにあ

るから行きたいところに行けばいいのではないかという話に聞こえるが、
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もっと真剣に考える必要があるのではないかと思う。その点本当に多摩市

の医療問題をどのように考えておられるのか、根本に立ってお聞かせ願う。 

伊藤保健医療政策担当部長 先ほど来の説明になるかと考えているが、医療空白という中

でどのように、歩いて行ける距離に必ず自分の病状に合った診療科目が必

要かどうかと考えると、様々な診療科目がある中で、例えば眼科なりが近

隣に必ず必要かとなると、そこはかなり難しいところがあるかと思う。従

前来厚生荘病院が外来として担っていた機能というものがあると思う。そ

こについては、いわゆる内科が中心になるかと考えている。一般的にかか

りつけ医と言われるものは内科医が中心になるので、先ほど来のお話にあ

るが、そうしたものが地域にとっては必要な機能であるので、できるだけ

その機能を保っていただくような形で、そういう意味での医療空白が生じ

ないような形で、相手側の法人にお願いをしているところである。 

板橋委員    前回陳情が出たときにも、市としては、再建すると言っているのだから

待とうというような感じで言っておられた。毎月病院側と話し合いを続け

ているということで、昨日もトップ会談をやったという話であるが、その

話では、彼らはもう再建は無理なようだと、限りなくそれに近いような言

い方をされているような報告を先ほどされた。地域の皆さんのアンケート

トによれば、小さなクリニックでもいいのではないかと思っているような

話になってきた。もっとも、陳情者も、少なくとも今周りにクリニックも

ないのだから何らかの対策を取ってほしいという要望もあるが、今そのト

ップ会談では、結局は小さなクリニックでもいいからやってくれという方

向に縮小されてきたのか。 

伊藤保健医療政策担当部長 小さなクリニックでもいいからということでは決していない。

冒頭申し上げたように、市長からも、この地域に引き続き医療機能が必要

だということは強く要請をしているところである。一方、様々１年間やり

取りをしている中では、コロナ禍の中で実際病院経営が今後うまくいくか

というのは資金面も含めてであるというところは現実問題としてあると思

う。再建をするという中でも、きちんと診療報酬を得ながら、きちんとし

た人の確保、資金の確保、あるいは病院については医療機器等様々なお金

がかかるところがあるので、そうした中で長期にわたって安全・安心な病
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院を運営していくには非常に多額の資金を必要とするというところもある

ので、病院を再建すればいいというものではなく、今後を見据えながら、

現実的なところを見ながら病院については考えていかなければならないと

思っている。様々な医療機能を検討する中で、病院がなかなか難しいとな

ると、一つにはクリニック等も地域の医療を守るという点では必要なもの

であるので、そうしたものを置くのでもいいのではないかというお話も出

ているところである。先ほど申し上げたように、そのことも含めて年明け

から年度末にかけて地域の方々に説明会を開かれる予定であると伺ってい

るところである。 

しのづか委員  先ほどの病床数の話で、南多摩医療圏の中で約２４０床が今休院という

ことで凍結状態だと思うが、この休院状態はどのくらいまで認められるの

か。 

伊藤保健医療政策担当部長 休止届については、昨日もお話に出てきたが、１年間という

ことで、この１２月で休止届が切れてしまうようなところである。ただ、

法人側としては、現状いろいろな形で検討を進めている中で、休止届をも

う少し延長できないかどうか東京都と協議していきたいと言われていると

ころである。ただ、その協議についてもしも認められない場合は結果とし

て病院が廃院になるということであるが、廃院したから病院を一から再建

しないのかということについては、先ほど来申し上げているように、今様々

なご検討をされていると伺っているところである。したがって、医療機能

をどのように地域に残していくかというのが、必ずしも病院ではないとい

う方向も含めて、様々な検討がされていると考えている。 

しのづか委員  あとはもうタイムリミットが迫っているということで、若干東京都との

協議の時間が残っているかと思っているが、いずれどういう形にするにし

ても、この２４０床というのは多摩市において貴重な病床数であると思う。

南多摩ということであれば南多摩５市の中で吸収されてしまうので、これ

についてはきちんと多摩市の医療政策として何らかの形で入院できる病床、

これが慢性期なのか急性期なのかというのはあるが、身近に病床があるの

とないのとでは変わってくると思うので、担当所管としては、その辺をき

ちんと主張していただきたいと思う。 
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きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

小林委員    小林憲一である。４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開

と地域医療への責任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記

す）に働きかけるとともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求

める陳情について、採択すべきとの立場で意見を申し上げる。 

 意見討論は大きく分けて２つの柱で行う。１点目は、閉院後１年を経て

も今なお厚生荘病院の再開の兆しが全く見えていないこと、この点で当該

法人の愛生会も、地域医療の環境づくりに責任を負う多摩市がその責任を

果たしていないということである。もう一つの柱は、厚生荘病院の閉院に

より病床数が減少し一つのコミュニティから医療機関がなくなったことで、

全市的にも地域的にもこの陳情で指摘しているような医療空白が起こって

おり、これを解消する責任が市にはあるということである。 

 それでは、１つ目の柱から意見を述べる。昨年の市議会第３回定例会で

今回の陳情と同じ陳情者が提出した３陳情第１０号 多摩市和田の厚生荘

病院の閉院計画を中止し、地域医療を守り、存続させるよう一般財団法人

愛生会（以後愛生会と記す）と東京都に働きかけることに関する陳情が審

査された際に、次のような事実が明らかになった。 

 １つ目は、当該法人の愛生会理事者が２０２１年７月２６日に同年１２

月３１日をもって厚生荘病院を閉院するという表明を行い、同月２８日に

職員に示された説明資料によれば、閉院の理由として、理事者が①建物の

老朽化に対応する改修工事、耐震化工事には費用が必要、②病院事業継続

したままでの工事は現実的でないという２つの理由を挙げたことである。 

 ２つ目は、質疑の中で、市としては当該法人から厚生荘病院を建て替え

る計画があると聞いているということである。当時の要点録から見ると伊

藤保健医療政策担当部長は、閉院に当たっては今後建て替えの検討を進め

ているということで私どもはお話を頂いていると答えている。 

 そして３つ目には、この陳情に対して常任委員会での審査で否定的な立
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場で意見を述べた一部の委員からは、厚生荘病院は一旦閉院するが建て替

えをすると言っているのではないかと、その理由が述べられたことである。

これも要点録から引用すると、あらたに委員、「また、今回市の答弁の中

で経営者側は病院を建て替える意思があるということが確認できた」、それ

から、しのづか委員、「先ほど市側とのやり取りの中でもあったように、

建て替えをしてこれからまた中・長期的な地域医療になっていただくとい

うことで、一時的に閉院してきちんとリスタートしていくということは、

私は何らおかしいことではないと思っている」と述べておられる。つまり

愛生会は、厚生荘病院を一旦閉院する最大の理由として、改修や耐震化工

事をするためということを挙げ、市の説明で愛生会には建て替え計画があ

ることがわかった。 

 ところが、陳情が提出されてから約１年３か月以上が経過し、閉院して

からでも１年が経過してもなお建て替えの具体化が進まないどころか、そ

の大前提となるはずの建物の取り壊しも行われていない。建物を取り壊し、

建て替えを進めるための東京都への申請など、全く行われていないのでは

ないだろうか。少なくとも私は、愛生会からも市からも、その種の情報に

は一切接していない。この姿勢は、昨年陳情を提出した陳情者にも市民に

も極めて不誠実ではないだろうか。そして、その責任を愛生会だけではな

く市も負わなければならないと思う。 

 それでは、２つ目の柱の厚生荘病院の閉院、そして再開されないことに

よる医療空白が起こっている問題である。それは全市的な問題と地域的な

問題とがある。まず全市的な問題である。もともと多摩市を含む南多摩医

療圏では患者の流出率が高い状態があった。２０１６年策定の東京都地域

医療構想の中で、南多摩二次保健医療圏では、高度急性期では流出が流入

を上回り、その差は１日当たり３２０.１人、急性期でも同様にその差は

１日当たり６０８.８人、回復期もその差は１日当たり５１６.６人、慢性

期のみ流入が流出を上回り、１日当たり１,２６９.４人となっている。さ

らにその南多摩医療圏の中でも多摩市が市外への流出率が相対的に高く、

医療が足りていない現状があった。 

 当然これは厚生荘病院の閉院前の数字で、多摩市がつくった多摩市版地
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域医療連携構想でも回復期の全病床数１３４床（２病院））のうち、厚生荘

病院が４１床（３０.１％）、慢性期の全病床数４９５床（３病院）のうち、

厚生荘病院が２０２床（４０.８％）を占めていた。もともと医療資源が不

足していたところに回復期の３割を占めていた厚生荘病院がなくなったこ

とは、多摩市の医療空白に拍車をかけていることは疑いない。 

 流入が流出を上回っている慢性期においても、その４割を占めていた厚

生荘病院がなくなってしまった影響は計り知れない。慢性期という点では

市内の介護事業所などから最後のとりでとし、頼りにされていた厚生荘病

院の役割を強調したいと思う。さらに全市的なことで付け加えると、多摩

市版地域医療連携構想にある災害医療支援病院としての厚生荘病院の役割

である。この災害医療支援病院は厚生荘病院と桜ヶ丘記念病院の２院のみ

で、実に２つのうち１つがなくなったわけである。 

 次に、和田・東寺方地域から地域の医療機関がなくなったという問題で

ある。これは陳情の資料として示されているアンケート集計結果で明らか

である。聖蹟桜ヶ丘駅までバスで行かなければならず非常に不便、和田地

区に病院が少ないので困る、自分の家の近くに病院があるというだけで安

心感があった、先月体調を崩したときに近くに病院がなく通院を諦め自宅

療養で直した、土・日・休日に休診のクリニックが多いため土・日・休日

の救急医療に対応できる地域医療機関が近くにあってほしい等々、困り事

がたくさん紹介されている。 

 多摩市の医療機関は必ずしも市内に均一に配置されているわけではない。

ニュータウンの団地では、唐木田、多摩センター、永山の駅周辺と団地内

のいわゆる医者村にあり、既存地域では聖蹟桜ヶ丘駅前に集中している。

そういう点では、和田・東寺方地域の数少ない医療機関だった厚生荘病院

がなくなった影響は計り知れない。 

 以上申し上げたように、全市的にも地域的にも厚生荘病院閉院とそれが

一向に再開しないことによる医療空白の長期化は、市民の命と暮らしに重

大な影響を与えるものである。このことを踏まえて、市民の命と暮らしを

守ることに責任を持つ多摩市が、厚生荘病院の早期再開によって医療空白

が解決されるよう一般財団法人愛生会に強力に働きかけ、その責任を全う
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するよう求めた本陳情に全面的に賛同するものである。また、再開される

までの間医療空白が少しでも解消されるよう、市が必要な措置を取ること

を求める。 

 最後に、厚生荘病院が再開されることになったら、以前のように介護事

業所から最後のとりでと頼られ、また地域の住民の命を守る、市民から愛

される病院となることを願ってやまないことを申し添えておく。 

しらた委員   ４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開と地域医療への責

任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記す）に働きかける

とともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求める陳情について、

趣旨採択の立場で討論する。 

 病院経営を取り巻く環境は大変厳しく、建設費の高騰も続き、また円安

ということである。事業も継続していかなくてはならない、様々なことを

考えると、今、日本医科大学でもなかなか引っ越しをするなどということ

もはっきりせずの状況である。これからの多摩市の医療空白を解消すると

いうことももちろん大切であるが、先生方の高齢化も進む中、しっかりと

した医療体制をもう一度見直しすることが大切ではないかと思うので、こ

の厚生荘病院は、あそこの地域にとってはやはり大切なものだと思う。ま

た、土砂災害のイエローゾーンも多摩市で本当に少しでも協力するという

のであれば、これからの補助金体制をどのように考えていくかということ

も含めて、これからの多摩市の医療体制をもう一度見直していただきたい

と思い、趣旨採択の立場での討論とする。 

しのづか委員  ４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開と地域医療への責

任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記す）に働きかける

とともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求める陳情について

意見を申し上げる。 

 まず本陳情は、項目として２つ柱がある。まず１点目については、これ

は去年の第３回定例会に同趣旨の陳情が出された。その当時はまだこれか

ら閉院をするという状況だったが、そのときと今とでは、先ほども病床数

のことで質疑をさせていただいたが、タイムリミットとして１年間の休院

の間に今後の方向性が出せていないことについては、私は非常に遺憾だと
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思っている。市も誠実に当財団法人との意見交換等をこの間進めていると

のことだったが、今後のスケジュールや今後の予定については、もう少し

透明性を持った形で地域住民、そして多摩市民に対して明らかにしていく

必要性があると思っている。 

 もう１点、第２点目の病院再開までの間の医療空白を解消するための措

置というのは、この多摩市内を見渡すと、私の住んでいる連光寺・聖ヶ丘

地区、特に一番東側のエリアなどは診療所ももともとないような状況の中

で地域住民の方がいろいろな形で医療へアクセスしているという現状も踏

まえると、この和田・東寺方地区だけが医療空白で今まであったものがな

くなったから医療空白なのかということで言えば、私は違うと思うし、こ

れは今後厚生荘病院の後の利用で、私たちが報告を受けているのは建て替

えという方向であるので、今は建て替えるまでの間はそこにクリニックが

なくなってしまうような現状があるが、今後の方向性についてはそれを限

りなく追求していただきたいということで、やはり全体で物を考えるべき

ではないかと思う。和田・東寺方地区だけ何らかの措置を行うのは、今ま

でなかった地域に対してはどうなのかということにもなるので、私はそこ

の２番については少し考え方が違う。よって、私たち壮士の会としては、

本陳情については不採択としたいと思う。 

あらたに委員  ４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開と地域医療への責

任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記す）に働きかける

とともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求める陳情について、

不採択の立場で意見を述べさせていただく。 

 まず、先ほど来いろいろな方も言われている昨今の物価高騰、日本医科

大学ですらも建て替えに足踏みをせざるを得ないような医療関係の厳しい

現状、こういったものを鑑み、一法人に対し議会として無責任に経営に影

響の出てしまうようなことを述べるのはいかがなものかということが１点

ある。 

 また、本当にここに医療としてのニーズがあるのであれば、愛生会が本

当に厳しくてなかなか進まないということであれば、市は逆にこの愛生会

にこだわることなく、回復期の医療をこの多摩市でどうやって確保してい
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くのかという広い範疇で検討する必要があるかと私は思っている。特に今

回この病床の休止期間が間もなく切れるということで、ここは市が責任を

持って取り組んでいただきたいということを要望し、この陳情に対しては

不採択とさせていただく。 

山崎委員    ４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開と地域医療への責

任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記す）に働きかける

とともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求める陳情について、

新生会を代表し、不採択の立場で意見をする。 

 長年にわたって地域の医療を支えてきた厚生荘病院が一時的に閉院する

ことは、地域にとっても多摩市にとっても大きな問題であり、早期再開を

願うところであるが、市としても地域医療の一端を担っていただいている

厚生荘病院の一日も早い再開を望んで、先方と継続的に連絡を取り合って

いるという状況ということであるので、市に対しては、陳情者が多摩市の

医療体制に対して不安を持っていることを踏まえながら引き続き先方への

働きかけを続けていただくようお願いし、今回の陳情については不採択と

させていただく。 

板橋委員    それでは、４陳情第１４号 多摩市和田の厚生荘病院の早期再開と地域

医療への責任を果たすことを一般財団法人愛生会（以後愛生会と記す）に

働きかけるとともに、再開までの間の医療空白を解消する措置を求める陳

情について、採択の立場で討論する。 

 この陳情そのもの、働きかけてほしいという声、そして、その間、今こ

の近くにはクリニック一つないから病院周辺に対してせめてこのクリニッ

クなどの最低多摩市としての可能な措置を行ってほしいという、まさに本

当に控え目な陳情なのではないだろうか。これに対して、この市民の声を

排除するのは到底できないと私は思う。 

 多摩市の場合、先ほども言った稲城市や日野市のように市立病院を持っ

ていないだけに、地域医療に対しては本当に真剣に取り組んでいかなけれ

ばならない問題だと思う。それなのに、２４０床もの病床がなくなり、そ

して災害医療支援病院であったその２つのうちの１つがなくなってきてい

る。地域では、クリニックとして地域の人たちの本当に頼りになる診療・
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診察をやっていただいていた。それがなくなったことは、地域医療の空白

とは言えないといった話ではないと思う。地域医療の空白問題では、アン

ケートでも出てきた、病院がなくなったので結局売薬を買って家で何とか

したという声もあったように、自ら病院に行くのを諦めてしまうというこ

とは、本当に病気の悪化をより一層進めて重篤な状態にしてしまう事態に

もなりかねないと思う。そういう点では、市民の命をしっかり守る自治体

としての役割をもっと真剣に考えて取り組んでいただきたいと思う。そう

いう点でもまさにこの陳情、最も控え目なこういう市民の声を私たちはし

っかりと受け受け止める必要があるという意味で、採択の討論とする。 

きりき委員長  これをもって討論を終了する。 

 ただいまご意見を伺ったところ、採択すべきものという意見が２名、趣

旨採択すべきものという意見が１名、不採択すべきものという意見が３名

である。いずれも過半数に達していない。よって本件は審査未了となった。 

 日程第２、４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種につい

て、国に対して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情を議題とする。 

 なお、４陳情第１５号については署名の追加があったので、事務局より

報告させる。 

山本議会事務局次長 ４陳情第１５号について、これまでの署名は６３１名だった。本日

までに追加の提出が２４９名あった。合計して８８０名である。 

きりき委員長  なお本件について、陳情者から資料の提出があった。机上に配布してい

るのでご確認願う。 

 本件については、陳情者から発言の申出がある。多摩市議会基本条例第

６条第３項の規定により、これを許可することにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。よって発言を許可することに決した。 

 発言される方に申し上げる。議会で定める要領により、発言は５分以内

となっている。なお、１分前になったらその旨をお知らせするので、時間

内で発言をお願いする。また、本日発言は要点記録に記載される。簡潔明

瞭に、陳情書に沿って発言してほしい。 

 それでは、氏名を言われてご発言願う。 
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陳情者（片岡氏） 本日はお時間を取っていただきありがとう。多摩市連光寺３丁目に住

んでいる片岡純子である。現在市内の保育園と小学校に通う娘２人を育て

ている会社員である。 

 まず初めに、昨日の提出には間に合わなかったが、追加で７０名の署名

が届いている。ご協力いただきありがとう。 

 今回の陳情は、子どもへの新型コロナワクチン接種について、国に対し

て慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情になる。 

 陳情項目。多摩市議会から国に対し、子どもへの新型コロナワクチン接

種について、以下の慎重な対応を求める意見書を提出してほしい。１、努

力義務となった子どもへの新型コロナワクチン接種については、あくまで

強制ではなく、義務でもないことを十分に周知すること、２、厚生労働省

のホームページで公開されている副反応疑い事例について、広報などを使

って保護者が十分に理解できるように情報提供を行うこと、３、ワクチン

接種前に予診票などを用いて上記の情報提供内容を保護者が理解している

か確認すること。 

 ２、陳情理由。新型コロナウイルス感染症は、ウイルスが変異を繰り返

し、弱毒化して重症化するケースが大きく減少している。このコロナウイ

ルス変異、弱毒化によりワクチン接種の感染予防効果は低下しており、重

症化予防のメリットも少なくなっている。また、ワクチン接種による副反

応や後遺症により苦しんでいる現状もある。国は中・長期的な副反応が確

認されていないこのワクチンを感染してもリスクの少ない子どもに接種す

ることに対して保護者が適切な判断をすることができるよう十分な情報提

供を行うべきだと思い、今回の陳情を提出させていただいた。 

 私自身、大学４年生の秋に学長から国家試験のときにインフルエンザに

なったら大変だからワクチンを打つようにと進められて初めてインフルエ

ンザワクチンを打ち、それがきっかけでチャーグ・ストラウス症候群とい

う難病になった。接種をしてから体が少しずつおかしくなり、２年たって

やっと診断名がついたときには、左足は麻痺をして動かなくなり、血流が

滞ってしまっていた足は固く動かなく伸ばせない状況となった。 

 また、心臓も悪くして、座っては失神を繰り返し、寝たきり状態で、体
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重も３０キロまで落ちた。大学病院に入院し、１か月検査を繰り返してや

っと病名がついた。日本でその病気に強い病院が神奈川県にあったことで

転院をし、治療を続け、今このように母親になれるくらいにまで元気にな

ることができたが、現在も二、三か月ごとの通院と、毎月の自己注射によ

るコントロールが必要となっている。そして、病名がつくまでに２年かか

ったことで因果関係は不明と主治医から言われている。だが、今までの経

緯を見るとワクチンは関係あるだろうねと、海外でこの病気について論文

発表などをしている先生から言われている。自分を守るためのはずのワク

チンによって自分の人生が狂わされるなど思ってもみなかった。 

 そこからワクチンについて本を読んだり、医者が開催している講座など

に参加してきた。インフルエンザワクチンで開発に５０年以上かけている

そうである。新型コロナワクチンはどうであるか。これほどすぐ世の中に

出るのは絶対おかしいことだと思ったし、自分はもちろん、子どもに打て

るはずがないと思った。 

 実際この署名を集めているときに、市内の方から健康被害についてお話

を聞くこともあった。市内小学生では、副反応で重症化、１年間学校に通

えていない子、接種翌日副反応が強く出るものの、因果関係は認められな

いと医者から言われ泣き寝入りとなってしまった子、市内中学生では全身

関節の炎症が起きている子、免疫不全により野菜や果物の食物アレルギー

が出てしまうようになってしまった子などが聞かれている。 

 もちろん、大人の方でも、６０代の方は接種会場で体調を崩すも医師に

相談しても耳を傾けてくれず、現在も長時間の仕事や外出ができない状態

となってしまった人、２０代の方で元気だった友人が接種後１週間で亡く

なるが因果関係は不明と言われてしまったと言ってくれた人などがいる。

親は子どもを守りたい気持ちで接種するかどうかを検討すると思っている。

だが、接種券が配られたことで流れるように接種してしまっている大人も

いる。大人自身でさえも不安に感じながらも同調圧力によって接種し体調

を崩した方がいるのが現状である。これ以上同じ思いをする方を１人でも

少なくするためにも、この陳情を採択していただきたいと願っている。 

 私自身、多摩市で育ったが、結婚を機に市外に引っ越した。多摩市で子
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育てをしているお母さんたちの話を聞いて、多摩市で子育てがしたく、長

女の小学校入学を機に引っ越しをして戻ってきた。多摩市は子どものこと

を思い動いてくれる市であると思うし、これからもそうであってほしいと

願っている。多摩市としても、今回の陳情項目にあるような内容はできる

と思っている。どうぞよろしくお願いする。 

きりき委員長  以上で市民発言を終わる。 

 本件陳情内容について、現在の市の状況や考え方など、市側から説明等

あればお願いする。 

金森健康推進課長 まず市で今現在子どもの新型コロナワクチン接種をどのように実施し

ているかご報告させていただく。 

 まず５歳から１１歳の小児接種というのがある。こちらについては１・

２回目及び３回目接種を今現在実施している。１・２回目接種については

令和４年３月から開始しており、当初努力義務の適用はなかったという形

になっている。３回目接種が令和４年９月２４日から開始されている。こ

ちらは努力義務が適用という形になっている。あと乳幼児接種であるが、

６か月から４歳にかけてというのを令和４年１１月２０日から開始させて

いただいている。こちらは３回接種をして初回接種が完了という形になっ

ている。こちらも努力義務という形で小児科学会の推奨を得ている。 

 いずれにしても、この新型コロナワクチン接種についてであるが、特例

の臨時接種という形で法定受託事務となっているので、市については国か

らの通知等に従って今までも実施させてきていただいているところである。 

 周知については、５歳から１１歳に関しては、努力義務でなかった際に

は市長メッセージ送付をさせていただき、慎重に対応いただきたい旨記載

をさせていただいた。６か月から４歳についても、努力義務とはなってい

るがワクチン接種は強制でないこと、ワクチン接種を受ける受けないとい

うことについては正しい資料に基づきご判断いただきたい旨も書かせてい

ただいている。ただ紙面には限りがある。市公式ホームページ、たま広報

等でもＱＲコードなどもつけさせていただいて厚労省のホームページに飛

ぶような形にさせていただいている状況になっている。 

きりき委員長  これをもって説明を終わる。 
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 これより質疑に入る。質疑はあるか。 

小林委員    陳情項目として３点あり、これを国に意見書という形で出してほしいと

いうのがこの陳情の内容であるが、今のご説明ではこの３点は現在国の努

力義務となっていると言われたが、この３点については今現在実施されて

いないということでよろしいのか。 

金森健康推進課長 市が実施していないかどうかということでよろしかったか。市につい

ては、まず１点、努力義務となった子どもへの新型コロナワクチンについ

て、あくまで強制ではなく義務でもないことを十分に周知することについ

ては、市側の取り組みとしては、先ほどお話しさせていただいたように市

長メッセージとして、毎回のたま広報でもそのことを載せさせていただい

ている。 

 また、厚労省のホームページなどでも努力義務の適用が妥当とされてい

るが、ただし、接種はご本人や保護者の判断に基づいて受けていただくと

いう記載が厚労省のホームページのＱ＆Ａにも載っているような状況にな

っている。 

 あと厚労省のホームページで公開されている副反応疑い事例について広

報などを使って保護者が十分に理解できる情報提供を行うことであるが、

こちらについては、市である程度ワクチン接種の通知文を対象の方皆さん

にお送りさせていただいている一つの理由として、接種勧奨という意味よ

りは、こういったワクチンがあるが、それについてどのような安全性、副

反応があるのかを知っていただくという意味もあると考えている。そうい

ったものは、厚労省のカラー版になっている説明書に副反応なども記載さ

れている。その紙面に限りがあるところについてはＱＲコードなどをつけ

ており、厚労省のホームページに飛ぶようになっている。この予防接種に

関しては、情報が非常にたくさんある。厚労省のホームページも幾つもリ

ンクを張らせていただいているが、一つ一つを丁寧に見ていくと副反応の

ページにも飛ぶという形になっており、市公式ホームページでも副反応の

ページにリンクを張らせていただいている。そこを見ていただくことで情

報を得ることができるようになっているかと思っている。 

 あと３点目のワクチン接種前に予診票等を用いて上記の情報提供内容を
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保護者が理解しているかを確認することとなっているが、現在市でも予診

のところで医師の診察、説明を受けているが、そもそも予診票にまずは新

型コロナワクチン説明書を読んで今回副反応に理解したかという文言が入

っている。新型コロナワクチン接種希望者は、お子様の場合だと保護者の

同意欄があるので、そこには医師の接種の効果、副反応などについて理解

をした上で接種を希望するかという項目でサインをするような形になって

いる。診察の場面では、医師の診察を受けて質問がないかと一定確認はさ

せていただいているかと思うが、しっかりと医師から全てのことをその場

でお話しするのは、時間的なこともありできていない部分はあるかと思う。

事前にそういったものを見てきていただいている中で実施をしているとこ

ろである。 

小林委員    努力義務となっていること自体が強制でも義務でもないということの表

現だと思うが、それで、これは意見書として国に上げてほしいということ

であるから、国に意見書としてこの３項目を上げて、国で例えば実際にワ

クチン接種を行う地方自治体に対して、例えば広報でこのようにやってほ

しい、予診票を使ってこのようにやってほしいということを求めているの

だと思うが、今のご説明では一定程度ここに書いてあるようなことは行わ

れているが、よりそれを徹底するというか、あるいは予診票を用いてとい

うことで言えば情報提供されていることを保護者がきちんとより理解がで

きるようにしてほしいということになると思うが、そういう意味では現在

やられているが、より徹底してほしいということになるのではないかと思

う。 

 それから、陳情理由で、新型コロナウイルス感染症が変異を繰り返すこ

とで弱毒化して重症化するケースが大きく減少していると書いてあるが、

科学的な知見として所管でもそのように考えているのか。 

金森健康推進課長 この新型コロナウイルスであるが、本当に速いスピードで変異を繰り

返しているウイルスかと認識している。当初デルタ株以前のときには重症

化率がそれなりにあったが、現在最新のデータを手持ちで持っているのは

２０２２年３月から４月の段階であるが、重症化率はやはり下がってきて

いるところがあり、５０代以下で０.３％、６０代以上で１.５％まで下が
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ってきている、死亡についても５０代以下では０.０１％、６０代以上では

１.１３％という値になっているので、こちらに書かれているように重症化

率自体は下がってきているところがある。 

小林委員    確かにその重症化率は減少していると私も思うが、仮にその重症化率が

減少していても、感染そのものが拡大していけばその分重症者そのものは

ふえていくことになるので、そういうことをもって重症化するケースが大

きく減少していると言えるのか私は疑問であるが、その点についてはどう

か。 

金森健康推進課長 今ご質問にあるように、重症化率自体は下がっていても感染者の母数

がふえるとやはり重症化する方の人数や死亡する方の人数というのは、今

までの波の中で波が来るたびに少しふえ、この第７波などはかなり多くな

っているというのが現状かと思う。ただ、重症化の度合いもいろいろと変

わってきているということは耳にしているところである。 

小林委員    最後に、大人へのワクチン接種と違って、子どもへのワクチン接種とい

うことで一番注意しなければならないのはどのようなことになるのか。 

金森健康推進課長 特に乳幼児などの接種については、これ以外に本来の予防接種法に基

づく定期接種が複数ある。その時期にそのお子様にとってどちらのワクチ

ンの優先度が高いのかは、かかりつけの先生と十分にご相談をいただく必

要があるかと考えている。そういったことで、乳児接種については医師会

にもご協力をいただいていており、一定医師会にもかかりつけの方のご相

談によく乗っていただくということで話し合いをしてきたところである。 

しのづか委員  まず確認をしたいが、５歳から１１歳のワクチン接種が今年の３月から

始まった。その際に市長名で、５歳から１１歳の方のワクチン接種の予約

について努力義務ではないので慎重にご対応いただきたいという文書が予

約票に添付されて一緒に発送された。そのことについて、どういった思い

でこういう文書を入れたのかお答え願う。 

金森健康推進課長 この当時、基礎疾患をお持ちの小児の方もおられる。接種を希望する

方がおられるというところで、努力義務ではないが全員の方に接種券、説

明書等を送らせていただいたという経緯がある。希望する方が打てる体制

は確保させていただくというところが市の体制としてはあったが、ここで
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努力義務が課せられなかったというところでは、その当時まだ専門家の中

でもいろいろな意見があり、小児科学会でまだ推奨が受けられていないよ

うな状況であったので、そういったこともしっかりとお伝えさせていただ

く、努力義務でもないので慎重に対応いただきたいということで、メッセ

ージを入れさせていただいたところである。 

しのづか委員  そのときの市の対応を責めているわけではない。私は、そのときの市の

対応は適切だったと思っている。その後、５歳から１１歳、そしてまた生

後６か月から４歳も努力義務として国は規定した。努力義務ではないので

慎重にご対応願うと言っているのが、今度努力義務になったときになぜそ

ういった対応を取られなかったのか。 

金森健康推進課長 文言としてはそういった形で入れさせていただいていないが、６か月

から４歳の場合にもワクチン接種は強制ではないということを強調させて

いただいている。表現的には少し違うかと思うが、ワクチン接種を受ける

受けない、発症予防効果、ワクチンの安全性、接種後の副反応、同封した

資料と正しい情報に基づきご判断いただきたいということで情報提供させ

ていただいているところである。 

しのづか委員  努力義務と義務の違いというのがあると思うが、要は最初に発送したの

が努力義務ではなくて勧奨であるということで、努力義務ではないから慎

重にご対応願うというような、このタイトルどおりの内容である。それが

努力義務になった。努力義務になったということは、逆に捉えてみれば、

これは接種をしなければいけないと捉えてしまう人も出てくるのではない

だろうか。その辺の言葉の使い方というか、これは私自身の話であるが、

私はまだワクチンを接種していない。それは義務ではないからである。努

力義務だからということもあるわけで、陳情者は国に対してもう少し丁寧

に説明をすべきではないかということを求めているわけであり、多摩市と

しては、こういった説明を国がやっていなかったものを、さらにこの時点

で市長名で慎重にご対応いただきたいということで１枚追加して入れたと

いうことである。だとしたら、その後についてもきちんとそういった説明

があってもよかったのではないかと思うが、いかがか。 

金森健康推進課長 丁寧なご説明にはなっていないかもしれないが、たま広報には毎回必
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ず強制ではないということを書かせていただいている。「努力義務」という

言葉はなかなか難しい言葉かと思っている。接種を受けるよう努めなけれ

ばならないという予防接種法の規定という言い方で、義務とは異なるとい

うところは先ほど質問者がおっしゃったとおりである。どちらかというと

感染症の緊急の蔓延予防の観点から皆様にご協力いただきたいという趣旨

からこういう規定があると厚生労働省のＱ＆Ａにも載っているところであ

る。そこを取り上げてのご説明というのは特にしていないが、厚生労働省

のＱ＆Ａに書かれているというところでは、そこに市公式ホームページな

どでリンクを張らせているのが現状である。 

しのづか委員  この文章の中の一番下段に５行あるが、接種に不安を感じている方、そ

もそも重症化しないと言われている小児に接種が必要なのかと疑問をお持

ちの方もいると思う。慎重に対応いただいて結構である。改めてワクチン

接種を受けたくても受けられない方、また接種そのものに不安を感じてい

る方、さらに乳幼児始めマスクの着用が難しい方もおられる。差別や誹謗

中傷のない社会を共につくっていこう、よろしくお願いするとある。私は

これは至極真っ当なことだと思っており、今現在はこの市長名での文章は

一切入っていないという状況か。違う形での表現の文章が入っているのか。 

金森健康推進課長 今ご紹介いただいたのは６か月から４歳のお子さんの市長メッセージ

かと思う。６か月から４歳のお子様についてはこれを入れさせていただい

ている。５歳から１１歳については努力義務ではなかった場合のみ入れさ

せていただいていて、努力義務を適用してからはこのメッセージは入れて

いないという状況になっている。 

しのづか委員  先日の岩永議員の質問の中でもあったが、今、乳児や幼児の方が打って

いるワクチンというのは最初のワクチンである。１回目、２回目というこ

とで。今後３回目、４回目ということでワクチン接種事務自体は進められ

ると思うが、今後接種されるワクチンについては、質問の中でも明らかに

なったように、まだ人での治験ができていないワクチンでもある。私はワ

クチン接種自体を進めるなというわけではなく、メリット、デメリット両

方の情報をきちんと提供していくことが必要ではないか、そして、そこで

受ける・受けないという判断があってもいいと私は思っているので、今後
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についてはどのように対応されていくのかお伺いしたいと思う。 

金森健康推進課長 今お話があった一般質問で話題になったワクチンというのは、オミク

ロン株対応ワクチンのことかと思う。小児のオミクロン株対応ワクチンに

ついてはまだ承認がおりていないので、従来株という形になっている。一

般質問で取り上げられたオミクロン株のＢＡ．５は、人による臨床試験で

はなくマウスの臨床試験であるというところが話題になったかと思う。こ

ちらについては、やはりホームページにはなってしまうが、ホームページ

にマウス試験により承認をされたというページにリンクを張らせていただ

いて、よくよくホームページを見ていただかないと届かないところにはな

るかもしれないが、そちらで情報提供をさせていただいている状況になっ

ている。 

しのづか委員  ワクチンは絶対ではない。当初２回打てば社会的抗体ができて感染その

ものが収まると言われていたはずなのに、今朝のニュースでは尾身会長が

５回目の接種をされたが感染した、先日は岸田総理大臣が４回目の接種後、

約１週間で感染をした、ワクチンを打っても感染は止められない。そうい

う中できちんと、要は高齢者やリスクのある方にうつさないためにワクチ

ン接種を進めようというのが国の考えかもしれないが、中・長期的にこの

ワクチンに対してどのようなリスク、影響が出るかというのがまだ明らか

になっていない状況の中では、例えば５歳から１１歳については接種が始

まっていろいろな副反応の事例なども出てきている。そういったものをき

ちんとオープンに公開して、その上でも接種するという判断をされる場合

はしようがない、あってもいいと思うし、きちんとその選択ができるよう

な状況というものを、この陳情については国にもう少しきちんとその状況

を説明するよう、ホームページだけではなく様々な手段を講じてほしいと

いうことであると思うが、例えば国の厚生労働省のホームページにリンク

を張る等、市としてもそういった積極的な説明をしていくということも考

えられると思うが、いかがか。 

金森健康推進課長 新型コロナワクチンについては、当初未知のウイルスというところで

始まったワクチン接種である。最初にもお話しさせていただいたように、

こちらはあくまでも法定受託事務となっているので、市は、接種を希望す
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る方に接種ができる体制確保というところを一番に今までも実施させてき

ていただいている。今お話があったように、その接種をするのかしないの

かというところについてはご自身がしっかりと判断ができるような情報を

市としても伝えていく必要があるかと考えている。今もホームページをご

覧いただくとわかるが、できるだけ整理をしながら、小児の接種もあるし、

大人の接種もあるし、いろいろな接種がある。そういった中では、ワクチ

ンの種類もあるので、わかりやすいホームページ、広報というところを心

がけているところであるが、できるだけ市民の方がそういった情報をしっ

かりと捉えることができるように、ホームページや広報に工夫をしていき

たいと思っている。 

あらたに委員  今回いろいろ市民に対して案内が出ているわけであるが、結構文字の羅

列が多くて、なかなか全部隅々までしっかり読むのも大変かと思っている。

今回陳情者の方ご自身が、ほかのワクチンであるが、そういうワクチン接

種で被害に遭われたという報告を受けていて、本当に接種後の副反応が出

た方の話はいろいろよく聞くわけであるが、私自身の周りの方で、その副

反応で本当に重篤になってしまったという人よりは、実際にコロナにかか

って亡くなってしまった方、数か月入院を余儀なくされて自営業でうん千

万という損害を結局かぶってしまったというような報告は結構聞いていて、

予防接種健康被害救済制度というのがあるが、これは一次的には市町村が

窓口で相談を受けるという形になっているが、多摩市では、市で接種され

た方からこの制度についての相談を受けている事例はどのくらいあるのか。 

金森健康推進課長 市では健康被害救済制度のご案内を健康推進課で実施している。ワク

チン接種後のご相談であるが、令和３年度からになるが、今まで４５件の

ご相談を受けている形になる。この中で実際に申請書類を提出した件数は

１０件という形になり、これは市が予防接種委員会を開催するなどして都

に進達をさせていただいて、都から国へというような形になっている。１

０件とも全て進達済みとなっている。認定済みのものは３件という形にな

っているが、今回のコロナワクチンは比較的大勢の方が対象だったので、

ふだんの予防接種の健康被害救済制度と違い、１週間以内で改善したもの

については予防接種の健康被害の委員会を市で開かずにそのまま進達がで
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きるという形になっている。このすぐに回復された方３件については、も

う認定されているような状況になっている。 

しらた委員   この法定受託事務というのは何か規制があるのか。多摩市がこういうこ

とを発表してはいけない、こういうデータがあるからこういうのを載せて

はいけない、何かそういう規制があるのか。予防接種法に基づく医療機関

からの副反応疑い報告状況についてというのが厚生労働省から出ているが、

これに副反応の疑いの報告がたくさん載っているし、人数も載っている。

そういうのをきちんと見せて情報として共有できるように、厚生労働省の

ホームページに飛ばすのではなく、多摩市独自でやることはできないのか。 

 それと、このピンク色の新型コロナワクチン接種についてのお知らせ、

生後６か月から４歳のお子様の保護者の方へというものであるが、よくあ

るご質問というところの答えが、アメリカなどで６か月の乳幼児への接種

が開始されたが、日本と同じファイザー社の乳幼児用ワクチンが承認され

ている。安心感を与えているというのももちろんわかるが、メリットデメ

リットあるのであれば両方平等に、今回は保護者の方が判断できる材料を

両方書くことも大切ではないかと思う。その辺の取り組み、今回この陳情

が出てきたことに対して、市の行政側としては、これで多摩市の情報提供

は十分なのか、どのように感じていたか。 

金森健康推進課長 まず最初に、ホームページに法定受託事務としてそういった情報を載

せてはいけないのかというご質問があったかと思うが、それは特にないか

と思う。情報についてはできるだけ公開することが必要かと思っているの

で、必要な情報についてはホームページに掲載していく。ただ、先ほども

お話ししたように非常に多くの情報量があるので、全てをリンクではなく

張れる形というのはなかなか難しい部分がある。では、何を重要視して、

何を重視しないのかというところもある。必要な情報がきっちりと届くこ

とも大事かと思っているので、そういった観点でホームページはつくらせ

ていただいているところである。 

 続いて、今ご紹介いただいたピンクのチラシについては、乳幼児、６か

月から４歳のときに入っているチラシかと思う。こちらは厚労省でつくら

れたもので、それを利用させていただいている形になる。こちらについて
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は一定接種間隔、ワクチンの効果、安全性、よくあるご質問、新型コナワ

クチンを受けるにはということと、あと厚労省のホームページにＱＲコー

ドがついている。若いお母様方、お父様方、保護者の方が、右下のＱＲコ

ードからいろいろな情報が取れるようになっているかと思っている。市に

ワクチン接種についての専門家がいるわけではない。このワクチンは新た

なワクチンとなるので、市としては、こういった厚生労働省が示された資

材等を利用させていただいているのが現実である。場合によってはこれ以

上の情報が必要なこともあるかと思うが、ただ、先ほどお話があったよう

にそれ以外のワクチンの説明書なども必要で、本当に字が多い状況になっ

ているので、どこまで何を入れるのか、最低必要な予診票も入れなければ

いけないので、現在送っているものを選ばせていただいて送っている状況

になっている。 

しらた委員   では、所管としては、これで十分だと、こういう情報である程度判断で

きるという考えなのか。 

金森健康推進課長 送らせていただいたものだけで足りない部分はＱＲコードなどから読

み取って情報を取っていただけるとありがたいと感じているところである。 

しらた委員   そこら辺もう少し丁寧にやさしくというか、ＱＲコードを見てほしいと

いうのも、もちろんそれはそれで、私などにすれば、大阪市などでは、６

か月から４歳用のワクチンを受ける前に知っていただきたいこと、効果と

副反応についてもしっかりとホームページに載っている。こういうことを

していただいたほうが多摩市の健康推進課ではこのように考えているのか、

こういうとこを見てほしいという少しこうアドバイス的なことも必要では

ないか。ＱＲコードで厚生労働省のものを見ればよいというのでは十分で

はない。 

 多摩市に何か聞きたいが難しいということで、今回この陳情が出てきた

のかと思う。多摩市にいろいろ注文つけてもできない、やはり国でないと

できない。法定受託事務だからということで逃げるわけではないが、国の

言われたままやって、多摩市独自で本当に市民の、ワクチンを打つことで

命を守るはずが、少しずつワクチンを打って命を亡くすほうに変化してい

っているわけである。今そういう方もいる。義務とか義務でないというこ



37 

 

とももちろん大切かとは思うが、言葉ではなく本当に考えていただける内

容のものを載せていくことが大切かと思うが、いかがか。 

金森健康推進課長 今市でいろいろ情報提供させていただいている内容について少し不十

分ではないかというご意見かと思う。繰り返しになるが、市としては、こ

の予防接種の業務は法定受託事務で、希望する方が接種を受けられる体制

の確保を今まで実施させてきていただいているところである。どこまでの

情報をどのように載せていくか、わかりやすいホームページのつくり方や

内容については今後も随時見直しをしながら、市民の方がどういった情報

を求めておられるのかについて、改善ができるところがあれば改善してい

きたいと思っている。 

 このワクチン接種であるが、先ほどからご案内しているように市には専

門家がいるわけではない。東京都の相談窓口などもあり、そこにも随時案

内をさせていただいているところである。そういったこともできるだけわ

かりやすいように今後も引き続き実施していきたいと思う。 

しらた委員   では、多摩市では医師会の方々とどういうお話をしているか。データ的

なもので医師会とこういうことを話している、要するに専門家でないから

かかりつけ医に行ってほしいということである。そういうときに多摩市と

して、こういう情報を流している、こういうことで共有していただきたい

というのがあるのか。 

金森健康推進課長 医師会の先生方とは、ワクチン接種が始まった当時から何度も会議を

実施させていただいている。最近では乳幼児の接種についても医師会と話

し合いをして、実際にご協力をいただくというお話もしているところであ

る。そういったところでは、医師会の先生方との連携体制に今までも気を

つけて実施をしてきたところになるかと思う。 

しらた委員   先ほどしのづか委員もお話ししていたネズミだけで有効性、安全性があ

ったと言えるのか、ＢＡ．５のオミクロン対応ワクチンは、人間での臨床

試験データはないというのも共有できたらいいかと私は思っている。多摩

市はこういうことを書かなかった、お知らせしなかったのはなぜか。今回

の陳情者の国に対応を求める意見書提出に対して、多摩市はこれをしても

らったほうがいいのか悪いのか、その辺のお考えをお聞きしたい。 
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金森健康推進課長 まず最初のオミクロン株のＢＡ．５のお話であるが、これは大人のワ

クチン接種となり、今回の小児の接種とは少し違うかと感じているところ

である。そちらについては、先ほどもお伝えしたが、ホームページでリン

クを張らせていただいていて、そのページに飛ぶような形にしている。そ

こだけを捉えて情報をお渡しするのかどうかというところについては、今

回はそのホームページの中での周知ということで市は考えさせていただい

たところである。今回の陳情については、議員の皆様のご判断でいいかと

思っている。 

きりき委員長  この際暫時休憩する。 

                  午後 ０時０５分 休憩 

                ──────────────― 

                  午後 ０時０５分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き会議を開く。 

板橋委員    ５歳からのワクチン接種はもう始められているわけであるが、５歳から

１１歳の接種状況はどうなっているのかお聞かせ願う。 

金森健康推進課長 本日ちょうど協議会案件の３番でご報告をさせていただこうと思って

いたので、もしよろしければそちらの資料をご覧いただければと思う。資

料を協議会案件の３番、新型コロナのワクチン接種についてというところ

でつけさせていただいている。 

 ５歳から１１歳については、１回目接種の接種率が２４.３％、２回目

が２３％、３回目の追加接種については現在のところ１０.６％という形

になっている。また、乳幼児接種については、６か月から４歳であるが、

これは今１回目、２回目が始まったところとなっている。１回目は１２９

人の方が受けていて、接種率で言うと３％、２回目接種の方については３

９人の０.９％となっている。３回目接種はまだ到達する方がおられない

のでゼロ％という形になっている。 

板橋委員    子どもへの接種となると、親としてはいろいろ心配になってくるところ

であるが、そういった保護者の方からの問い合せはどのようなものが来て

いるのかお聞かせ願う。 

金森健康推進課長 健康推進課で保健師が乳幼児の対応をさせていただいているときに、
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案内が届いたということでご質問を受けることがあるようである。具体的

に聞かれるというよりは、これをどう考えればいいかということで、それ

についてはいろいろと持っている情報を教えたり、あとはかかりつけの先

生とよくご相談をいただきたいという旨もお伝えしたりしていると聞いて

いる。 

板橋委員    成人と違って子どもへの接種となると、なるべく受けさせたいという思

いと、受けさせたくないという思いに大きく分かれてくるかと思う。そう

いう意味では、義務ではないという主張のメッセージなどが大きく作用し

ているかと思うが、案内状を見ても、いろいろなところで後遺症の問題の

説明、また多摩市のホームページを見てもあらゆる情報にリンクできるよ

うなつくりになっているが、それだけいろいろな情報が飛び交っているの

だなと、このホームページを見ただけでも思うわけである。この頃のオミ

クロン株流行で特に小児患者の増加が言われているわけであるが、多摩市

もそういった状況が実際あるのかどうか、そして重篤化という点ではそれ

ほど心配する必要もないのではないかという声もあるが、その点の状況に

ついてお聞かせ願う。 

金森健康推進課長 具体的な数値としてあるわけではないが、お子様の間での流行はやは

り広がっているという状況がある。お子様が感染して、家庭内で親御さん

等に家庭内感染が起こっているという状況は、市内の中でもやはり見られ

ている状況かと思う。 

 もう１点であるが、重篤化というところでは、先ほどの予防接種健康被

害救済制度もあるが、小児については今のところ申請はない。直接ご相談

はないような状況になっている。 

しらた委員   今回接種会場ではどのような説明をされているのかと、市からの何かマ

ニュアルがしっかりあるのかの２点伺う。 

金森健康推進課長 接種会場でのご説明であるが、最初受付のところでまず確認をさせて

いただいている。続いて医師の診察がある。そこで本人の体調、予診票の

確認等の対応をさせていただいている。また、ナースもいるので、その後

の健康観察を実施させていただいているような状況になっている。それに

ついては現在包括業務委託させていただいている。それぞれの場面でどの
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ような説明をするのかがマニュアル化されており、こちらとも共有してい

るという状況になっている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。これをもって質疑を終了する。 

 これより討論に入る。意見・討論はあるか。 

小林委員    小林憲一である。４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種

について、国に対して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情につい

て意見討論を行う。 

 陳情項目の３点は、一定のリスクのあるワクチン接種に関して当然のこ

とだと思う。同時に、ここに挙げられている３点は、現状のワクチン接種

でも配慮されていることだと思う。ただし、そのことが形式的になり、自

主的に保護者が情報を得て判断できる環境をつくることは重要だと思う。 

 また、ここに書いてあることは、これこれのことを国に意見書として上

げてほしいということであるが、ここで示されていることは市の裁量で具

体化できるものもあると思うので、市の努力を求めたいと思う。それから、

陳情趣旨の中に、新型コロナウイルスが変異を繰り返す中で弱毒化し重症

化するケースが減少していると述べられている。確かにそういう報告も一

部でなされていると思うが、仮に重症化率が減少しているとしても、感染

者数そのものがふえていくということがあれば、重症者はふえてくる。し

たがって、重症化するケースが大きく減少とは言えないのではないかと思

う。現在のオミクロン株とその変異株についても決して侮ることはできな

いと考える。以上申し上げて、本陳情については趣旨採択すべきものと判

断する。 

しのづか委員  ４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種について、国に対

して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情について意見を申し上げ

る。 

 本陳情は、３点について国に対応を求める意見書をこの議会から出して

ほしいということだった。主な内容としては、先ほど質疑でもただしたよ

うに、努力義務と義務の違い、そしてまた副反応の疑い事例などについて
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もう少し細かい、様々な手法を用いて情報提供を行うこと、そういったも

のだと思っている。これは一定程度国や市も対応はされているかと思うが、

なかなか陳情者が求めるものになっていないというのが現状ではないかと

思っている。まず法定受託事務ということで市がこれまでワクチン接種対

応について進めてきた事務について私は否定するものではないが、このワ

クチンに対する考え方が国民の間でそれぞれある状況の中においては、丁

寧な情報提供が求められると私は思っている。 

 先ほどの健康推進課長との質疑の中でも、今後についてはもう少しわか

りやすい情報提供なども検討していただけるということだったので、多摩

市の対応については一定程度期待するものであるが、この陳情趣旨に鑑み

ると、国に対してもう少しきちんとメリットとデメリットをわかりやすく

国民に対してお知らせをしてほしいという内容だったので、私は意見書を

上げてもいいかと思っている。よって、この陳情に対して採択という意見

としたいと思う。 

しらた委員   ４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種について、国に対

して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情について、採択の立場で

討論する。 

 署名数もふえてきたということである。それだけこの情報がもっと欲し

い、丁寧な情報を供給してほしい、それが多摩市で無理であれば国にとい

うことである。命を守るワクチンであるので、リスクを背負うこともある、

またメリットもある、そういうことをしっかりと情報共有することが私た

ちの行政の仕事ではないかと思う。そうした中で、国に対してしっかりと

意見書を出すことによって少しでも情報共有ができるのであれば、意見書

を出していかなくてはいけないということで、採択の立場での意見・討論

とする。 

あらたに委員  ４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種について、国に対

して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情について、公明党として

趣旨採択の立場で意見を述べさせていただく。 

 子どもに対してワクチン接種後の副反応を心配するという思いは非常に

理解できるわけであるが、この３つの項目については既に実際に行われて
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いるだろうと思われる部分もある。陳情者の気持ちは十分わかるが、この

３項目をそのまま国に意見として述べるという形にはならないかと思って

いるので、趣旨採択とさせていただく。 

山崎委員    ４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種について、国に対

して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情について、新政会を代表

し趣旨採択の立場で意見をする。 

 この新型コロナワクチンについては、接種が始まって約２年がたった現

在も、安全と言う人から危険と言う人まで様々な意見が出ている状況であ

る。そのような状況で、積極的に子どもに接種させるのを心配する陳情者

のお気持ちは十分に理解するところである。 

 現在、多摩市では、市公式ホームページをはじめたま広報やワクチン接

種券送付時に同封するなど、様々な方法で情報提供がされているというこ

とだった。それによって保護者には十分広く情報が伝わっているのではな

いかと思う。１１歳以下の接種率が低いことを見ても、既に受けたくない

人は接種しないという対応が取られているように思われる。 

 また、いまだ治療薬が一般に広まっていない状況であることや、基礎疾

患のある人の中にはワクチンの情報を得た上でも積極的にワクチンを接種

したいと望んでいる人もいる状況もあることから、市は片方に偏った対応

を行うのではなく、保護者が適切な判断ができる環境をつくっていただく

ことをお願いして、この陳情に対しては趣旨採択とさせていただく。 

板橋委員    ４陳情第１５号 子どもへの新型コロナワクチン接種について、国に対

して慎重な対応を求める意見書提出に関する陳情について、趣旨採択の立

場から討論する。 

 子を持つ親としては、ワクチン接種に様々な不安、期待、こういう両極

端な思いが飛び交っているのではないかと思う。市も、これは義務ではな

いということを発しながら具体的な後遺症の状況などについても発信し、

皆さんにまさに慎重な対応を求める取り組みが行われているのではないか

と私も思っている。そういう意味で、保護者が理解しているか確認すると

いう点では説明書に本人がサインをする項目もあるわけであるが、どこま

でそれが理解されているのか、不安、疑問のような問題もあるにはあるが、
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少なくともこういう問題は、義務・強制ではないのであるからしっかりと

親が判断しながら接種するしないは決めていただきたいという立場を市と

しても貫いていただきたいということを考えて、趣旨採択とする。 

きりき委員長  これをもって討論を終了する。 

 ただいまご意見を伺ったところ、採択すべきものという意見が２名、趣

旨採択すべきものという意見が４名である。趣旨採択すべきものという意

見が過半数に達している。よって本件は趣旨採択すべきものと決した。 

 なお、ただいま趣旨採択すべきものとした陳情は、議会として意見書提

出することを求める内容であるが、全員一致ではなかったので、委員会と

して本会議に意見書案の提出は行わないこととする。 

 日程第３、特定事件継続調査の申し出についてを議題とする。 

 本件は別紙のとおり申し出ることにしたいと思う。これにご異議ないか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  ご異議なしと認める。では、そのようにさせていただく。 

 この際暫時休憩する。 

                  午後 ０時２２分 休憩 

                ──────────────― 

（協 議 会） 

                  午後 １時２５分 再開 

きりき委員長  ここから協議会に切り替える。 

 それでは、１番、たま食育フェスタ事業終了について、市側の説明を求

める。 

金森健康推進課長 では、協議会案件１件目、たま食育フェスタ事業終了についてご説明

をさせていただく。資料をご覧願う。 

 たま食育フェスタであるが、こちらに書かせていただいたように令和２

年度から新型コロナウイルス感染症の影響で実施することができていない。

実行委員会方式という形で実施させていただいていたが、コロナ禍で感染

症対策、時代に合った食育の啓発を検討する時期に来ているというご指摘

もいただき、実行委員会の存続も厳しい状況があるとの意向が示されてい

る。このような状況から、本フェスタ及び実行委員会については一旦役割
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を終えるものとして、実行委員会の皆様には引き続き食育推進事業、食育

ネットワーク推進連絡協議会があるので、その中で連携を図らせていただ

き、来年度次期計画策定予定である多摩市の食育推進にご参加いただくこ

ととさせていただきたいと思っている。 

 たま食育フェスタの概要は、そちらの表にあるとおり、毎年実行委員会

で計画をさせていただいて出展団体を募り、実施させてきていただいたと

ころであるが、ここ２年、感染症蔓延のため中止をさせていただいていた

ところである。 

 こういったことを受けて、一番下、たま食育フェスタのあり方検討会で

今後について４月５月とヒアリングをさせていただき、９月にウェブで会

議をさせていただいた。当時食育をどのように啓発するのか非常に手探り

の状況で始めて啓発をしてきたところであるが、長い経過の中で各団体や

企業がノウハウを蓄積できてきたところである。また、自ら食育推進の活

動を行うように変化してきたというご意見があった。こういったこともあ

り、本フェスタ及び実行委員会については一定の成果を得ておおむね役割

を終えつつあること、コロナ禍の中で改めて食育啓発の手法、内容につい

て再構築が必要であること、また、実行委員会を離れる団体や事務局を担

う団体の参加が難しいことから、実行委員会の総意として本フェスタを終

了、実行委員会を解散することとなった。 

 今回の１２月議会で今年度の食育フェスタの補正予算についても削減と

いうことでご了解をいただいたところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ２番、健康推進課における新型コロナウイルス感染症対応等について、

市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 協議会案件２件目、健康推進課における新型コロナウイルス感染症対

応等についてということで毎回ご報告をさせていただいている内容につい

て、更新してご報告をさせていただく。 

 １番については、多摩市独自のＰＣＲ検査についてである。こちらは令
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和４年１１月２５日現在の結果であるが、実績については（２）をご覧願

う。令和４年度であるが、施設でのＰＣＲは検査７８件となっている。９

月にご報告させていただいたときが６１件であったので、１１月の２５日

現在ではそこから１７件増となっている。合計については、令和４年度は

７８件で、令和３年度から累計すると１,００３件という形になっている。 

 ２番目、自宅療養者対象の物資支援である。こちらも第７波感染拡大に

よって今年度７月２７日から再開させていただいていた。ただ、東京都の

食料支援が滞りなく配送されたということで９月３０日で一旦休止という

形にさせていただいている。現在も特に食料支援等滞りがあるという報告

は聞いていないので、現在休止状態という形になっている。（４）に実績

を載せている。令和４年度７月２７日～９月３０日、真ん中の欄になるが、

こちらが第７波のときの実績となる。配送世帯は１,０２７世帯、食料品

の数が１,５７０となる。令和４年度合計については６月３日分までを合

わせると配送世帯１,３７４件、食料品２,５１７件、日用品３２３件、生

理用品２件という形になっている。こちらについても、万が一これから第

８波と言われているものがもう少し拡大してこういったものが必要になっ

た場合には再開する予定で準備はさせていただいているところである。 

 続いて３番目、新型コロナ電話相談についてである。こちらについては

１月２６日から継続して本日まで実施させていただいている。相談実績で

あるが、こちらは１１月２４日現在のものが出ているが、１２月１２日ま

でのデータもそろってきており、４,０４５件となっている。令和３年度

と合計して５,７７９件となっている。第７波に比べると今のところ電話

相談は落ち着いている状況であるが、１日当たり１０件後半から２０件程

度の最近のご相談内容になっている。昨日もご相談内容にはどのようなも

のが多いか確認しているが、主にご自身で抗原検査をして陽性になった、

この後どうすればよいかというご相談が今一番多いと聞いている。 

 ４番目、新型コロナウイルス感染症病床確保のための転院支援事業であ

る。こちらは、市内の２病院、その他市外の近隣病院の感染症患者受け入

れ病床の維持を図るためのものである。こちらも令和３年度で一旦終了し

たが、コロナ第７波で感染者が拡大したので、令和４年８月１日より再開
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させていただいている。今年度末まで実施予定とさせていただいている。

（４）に実績を上げさせていただいている。こちらも少し更新させていた

だく。１０月までの実績が出ているが、１１月までのものを入れると、２

６人というところが３１人となっている。市内２病院からの転院であるが、

１８人のところが２１人、市内の方が１０人のところ１１人、市外の方が

８人から１０人、市外病院からの転院の方は８人から１０人、市内１０人

という形に実績が伸びている。 

 続いて、申しわけない、こちらは誤植で、４番ではなく５番、新型コロ

ナウイルス感染症予防接種証明書についてである。今も引き続き国内用と

国外用の予防接種証明書の発行をさせていただいている。令和４年度であ

るが、海外用が１,５７１件、国内用が３０１件、合計１,８７２件で、海

外用のものが８７％を占めている状況になっている。郵送と窓口では、郵

送も進めているが、早く証明書が欲しいという方も多く、窓口に来られる

方が７割強おられるような状況になっている。 

 また、年末にかけてインフルエンザと新型コロナウイルス感染症のダブ

ル感染も心配されている。そういったところで、市民の方にわかりやすい

受診方法、どのように対応すればよいかについて、広報担当の協力を得て

たま広報かわら版を発行させていただくことになった。１２月１５日に発

行させていただく予定にしている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    まずＰＣＲ検査であるが、発熱している、あるいは濃厚接触者の方につ

いてはＰＣＲ検査が受けられるわけであるが、それ以外で、いろいろな状

況から心配だという方、あるいはワクチン接種証明書か陰性証明書を求め

られていて、ワクチン接種をしていない方は陰性証明書が必要だと思うが、

そういう方が市内でＰＣＲ検査を受けられるような条件は今のところない

のか。 

金森健康推進課長 症状がなくてもＰＣＲ検査を受けられる薬局も出てきている。正確な

数はわからないが複数ある。ただ、証明書までそこで出していただけるか

どうかというと、一定のクリニックといったところになるかと考えている。 

小林委員    それは市内の診療所で希望すればできるということか。それから、今言
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われたドラッグストアは、前は多摩市内になかったが、今は違う状況なの

か。 

金森健康推進課長 現在は市内に幾つかある。今手元にないので、必要だったら電話相談

に連絡していただけると、必要なときにお答えできるかと思う。あと証明

書については、全ての病院ではないと思うので、どこの病院で必ず発行で

きるかまでは把握はしていないが、症状がない方にＰＣＲ検査を実施して

いるところも市内にはあると認識している。 

小林委員    先ほど言われた電話相談でもしそういうことを尋ねられた場合に、ここ

の医療機関であれば証明書が出せるということをその場で答えることがで

きるのか。 

金森健康推進課長 少し説明が不足していたが、どこの診療所で証明書を出せるかまでは

把握していないが、どこのドラッグストア等で検査が受けられるのかにつ

いてはお答えができるということになる。 

小林委員    物資支援であるが、今は終了しているわけであるが、これから年末年始、

また第８波が心配されている状況があるが、その感染状況次第によっては

また再開するということで用意がされていると考えてよろしいか。 

金森健康推進課長 物資支援については、再開できるように準備をさせていただいている。

再開については、今ほぼ１週間に１回保健所とウェブ会議を実施させてい

ただいており、都の物資支援の状況や、現在の感染状況の中で市ができる

ことというところでは、情報交換をさせていただいている。そのような中

で、もし都の食料支援等が滞り始めればまたご連絡をいただくことにして

いるし、第７波のときにはそういった支援を依頼するという依頼文もいた

だいたところである。そういったところで連携をとりながら、必要に応じ

て実施していくようにしたいと思っている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ３番、新型コロナワクチン接種について、市側の説明を求める。 

金森健康推進課長 ３番の新型コロナワクチン接種についてである。接種状況については

先ほどもご説明させていただいたところであるが、資料２の２枚目に接種
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状況を載せさせていただいている。小児接種、乳幼児接種については先ほ

どの話のとおりである。あと、１２歳以上の方についてのオミクロン株対

応ワクチン接種は現在市全体で４２.１％となっている。国時点では２４％

となっているので、比較的高い接種率に現在はなっている。 

 １枚目の２番、今後の集団接種の会場についてご報告させていただく。

今３会場で実施しているが、まず１番、聖蹟桜ヶ丘接種会場であるが、令

和５年１月１３日で終了という形になる。接種会場自体がここまでの契約

であるので終了という形になる。永山接種会場と多摩センター接種会場に

ついては３月末まで継続実施させていただくところである。永山接種会場

についてはオミクロン株（ＢＡ．４－５）対応のワクチン接種と初回接種、

あと小児の接種、乳幼児の接種を実施させていただいている。多摩センタ

ー接種会場については、オミクロン株（ＢＡ．４－５）の対応ワクチンに

ついて接種をさせていただくことになる。 

 ３番、今後の個別接種についてであるが、一部市内個別医療機関でこち

らも３月末まで継続実施予定である。個別接種で実施しているのはオミク

ロン株対応ワクチンと乳幼児接種という形になっている。 

 なお、４番に書いているように、令和５年４月以降の接種については、

現時点で国からの通知もなく何も示されていないので、現在のところまだ

未定という形になる。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    聖蹟桜ヶ丘の集団接種会場について確認であるが、要するに１月１４日

以降は契約が継続できない事情があるということでよろしいか。あと、こ

れで聖蹟桜ヶ丘駅周辺は集団接種がないので、永山と多摩センターの集団

接種会場に行くか、個別接種にするかしかないということで確認してよろ

しいか。 

金森健康推進課長 聖蹟桜ヶ丘の会場については、非常に人気のあるところでもあるが、

一応１月１３日までしか使用できない形になっているので終了となる。若

干ご不便をおかけするが、それ以降は永山接種会場、多摩センター接種会

場、ご指摘があったように個別接種ということで、接種を希望されるとき

には予約を取っていただくことになるかと思う。なお、おおむね重症化し



49 

 

やすいと言われている６５歳以上の方の接種については、指定の方がほぼ

終わった状況となっているというのが現在の状況である。 

あらたに委員  先ほど陳情者が副反応の話をしていたわけであるが、予防接種の健康被

害救済制度の報告を受けて初めてその相談件数の数を知った。こういった

ことも資料の中に開示していくことが大事なのではないかと思っているが、

そこはどう考えているか。 

金森健康推進課長 今回この協議会ではご報告させていただいていなかったところである。

今後、細かい案件については個人情報も含まれるところであるが、件数に

ついてはまたご報告させていただきたいと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ４番、学校法人日本医科大学多摩永山病院の建替えについて、市側の説

明を求める。 

伊藤保健医療政策担当部長 学校法人日本医科大学多摩永山病院の建替えについて、資料

はないので口頭で説明をさせていただく。大きく４点あり、これまでの経

緯等である。計１０個ある。 

 まず平成２０年１０月に、学校法人日本医科大学から多摩市に旧東永山

小学校跡地を病院として使用することの要望書の提出があった。 

 平成２３年１月に、日本医科大学と多摩市で旧東永山小学校跡地に病院

を開設することに向けて双方努力するという内容の確認書を締結している。 

 その後いろいろな協議等もあったが、平成３０年５月に、日本医科大学

から多摩市に改めて要望書の提出があり、平成２３年１月の確認書を見直

し、旧東永山小学校跡地ではなく永山駅周辺での用地の確保を要望する旨

の要望書を頂戴をしている。 

 それを受けて、平成３０年５月から独立行政法人都市再生機構（以下Ｕ

Ｒ都市機構）と土地の交換の可能性について協議を始めており、協議後、

平成３０年１２月に多摩市とＵＲ都市機構で土地交換に向けた確認書を締

結している。 

 さらに、平成３１年３月に、土地交換差金ということで先ほどのＵＲ都
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市機構と多摩市の土地交換の中で土地交換差金について債務負担を設定す

る補正予算を上程して可決をいただいているところである。 

 その後引き続き多摩市とＵＲ都市機構とで土地交換の契約を締結してお

り、さらに令和元年７月に、日本医科大学と多摩市で確認書を締結してい

る。この確認書については、多摩市がＵＲ都市機構から土地交換により取

得する土地用地、これは旧多摩ニュータウン事業本部跡地であるが、それ

について新病院の建設に向けて多摩市と日本医科大学双方が努力する旨の

確認書を締結している。 

 引き続いて令和２年１１月に日本医科大学から多摩市に依頼文の提出と

いうことで、建て替えの早期実現に向けた協力要請や新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う厳しい経営環境などを踏まえ建て替え事業について支援

を求める依頼文書の提出をいただいている。 

 最後になるが、令和３年２月に日本医科大学が多摩市に文書提出という

ことで、新型コロナウイルス感染症拡大により病院経営が今なお厳しい状

況から、影響を見極めつつ、令和２年１１月の文章中の２０２６年度の新

病院開設を努力目標とする旨の点を再考しているため、当面の間時間を賜

りたいとの文書の提出をいただいて現在に至っている。 

 大きな２点目、現在の状況についてである。新年度より改めて日本医科

大学との協議の再開について検討していたが、令和４年６月９日付で同法

人から協議を再開したい旨の文書の提出をいただいている。 

 今後の予定であるが、その文書の提出をいただいて、新病院の開設実現

に向けて学校法人日本医科大学から提出された協議再開の依頼文書を踏ま

え、再考後の検討状況等を確認しながら、支援内容については様々な観点

から市民、市議会と共に検討をさせていただくところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  今口頭で言われたことについて資料にできない何か理由があるか。 

伊藤保健医療政策担当部長 これについては今までも経過報告としてずっとさせていただ

いた中で、経過も含めての報告であり、特に資料等は作成していない。 

しのづか委員  経過報告で、新たな報告が積み上がっているわけであるから、どこかの

タイミングできちんと資料にしていただかないと、さかのぼって調べれば
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いいだろうという話で、ずっと口頭ではないか。だから、今出せとは言わ

ないので、どこかのタイミングできちんとそれを整理したものを提示して

いただきたいと思う。 

伊藤保健医療政策担当部長 読み上げた資料に追加ということで訂正がある。今のお話も

受けてであるが、今までの経過というところで、令和４年６月以降の依頼

文書の状況について改めて口頭でお話をさせていただきたいと思う。 

 今年の６月以降事務方同士で連絡を取り合い、７月からの新型コロナウ

イルス感染症の第７波、昨今の資材の高騰などによる法人事業への影響な

どから具体的な建て替え協議が進められていない状況が続いていたが、こ

の１１月末に市長と理事長との話し合いの場を持つことができている。 

 そこでは大きく２点あるが、１点目、今年度三多摩地域にない脳卒中セ

ンターを開設したということで、脳神経内科の入院病床の開設により脳卒

中を中心とした救急患者の工事を進めた。２点目、病院職員への地域貢献

への士気が非常に高く、その役割を果たすべく必要な病院施設、設備等を

整えるために２０２６年度、令和８年度病院工事着手に向けて努力をして

いきたいということで、これは６月の文書と同様な状況である。 

 市にとっても新病院の移転建て替えが早期に実現していくことは大変意

義のあるところであるので、改めて新病院の機能、規模、建設計画などに

ついて確認しながら、要望事項についても全体像を把握し、市議会とも情

報共有を図りながら検討を進めていきたいと考えている。先ほど経緯とい

うことでお話しさせていただいたが、本来は今の部分を口頭でお話しさせ

ていただくべきであり、大変申しわけなかった。 

しのづか委員  確認である。毎回新たな情報が積み上がっているわけであるから、これ

は大事なことであり、細かい交渉内容はお任せするので、決まったこと

についてはきちんと報告を上げていただきたいと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ５番、国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナウイル

ス感染症の影響による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後期高齢者
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医療保険料の減免状況について、市側の説明を求める。 

松下保険年金課長 それでは、国民健康保険及び後期高齢者医療保険における新型コロナ

ウイルス感染症による傷病手当金の支給及び国民健康保険税・後期高齢者

医療保険料の減免状況についてご説明させていただく。 

 まず新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給については、国

民健康保険が申請件数が１７件、支給決定件数が１７件、後期高齢者医療

が申請件数が２件、決定件数ゼロで現在処理中という形になっている。前

回ご報告させていただいた時点から、国民健康保険では申請件数、決定件

数ともに４件の増という形になっている。後期高齢者医療については申請

件数が２件の増となっている。 

 続いて国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免状況については、

国民健康保険税令和３年度相当分の過年度分については、申請件数が３件、

決定件数が３件、令和４年度現年度分については、申請件数が５３件、決

定件数が４７件、不承認件数が６件となっている。前回ご報告させていた

だいた時点から、令和３年度の過年度分については申請件数、決定件数そ

れぞれ２件の増、令和４年度の現年度分については申請件数が５件の増、

決定件数については２３件の増となっている。 

 次に、後期高齢者医療保険料であるが、令和３年度の過年度分について

は申請件数が１件、決定件数が１件、令和４年度の現年度分については申

請件数が１０件、減免決定件数が１０件となっている。前回ご報告させて

いただいた時点から、令和４年度については申請件数が６件の増、決定件

数が８件の増となっている。 

 また、この減免措置については、当初６月の常任委員会でも国の財政支

援についてご説明させていただいた。当初は減免総額が市町村調整対象需

要額に占める割合に応じて国から特別調整交付金が交付されるという形で、

多摩市では１０分の４が想定されるというご説明をさせていただいたが、

先月国から事務連絡が発出され、令和４年度についても１０分の１０国の

特別調整交付金で充てられるような形になっている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

あらたに委員  対象者は給料などの支払いを受けているという条件になっているが、い
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わゆる自分が一人親方みたいな形でやっている人やシルバー人材センター

で働いて収入を得ている人などは対象外なのか。 

松下保険課長  今回の傷病手当金についてはあくまでも被用者で、個人事業主の方たち

は対象になっていない状況である。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ６番、令和５年度国保事業費納付金・標準保険料率仮算定結果について、

市側の説明を求める。 

松下保険年金課長 先月、令和５年度の国保事業費納付金・標準保険料率の仮算定結果が

東京都から示されたので、ご説明をさせていただく。 

 まず資料の表の一番上段であるが、こちら１人当たり納付金及び標準保

険料率等となっている。まず１人当たり納付金については、令和５年度の

仮算定が１８万７,５４８円、今年度の本算定が１７万４,４６２円となっ

ており対前年で７.５％の増、東京都平均では２０万４,６３１円、対前年

で８.１％の増となっている。１人当たり保険料額については１７万３,５

２８円、今年度は１６万２５１円となっており、対前年で８.３％の増、

東京都平均では１８万１,９４９円、対前年で８.９％の増となっている。

標準保険料率の所得割については、多摩市１３.１６％、今年度が１２.４

４％で５.８％の増、東京都平均では１２.８９％、対前年で５.７％の増

となっている。均等割額については８万２,１６６円、今年度は７万６,２

５８円で７.７％の増、東京都平均では８万４７６円、７.６％の増となっ

ている。 

 次に、中段の国保事業費納付金及び激変緩和等のところであるが、激変

緩和前の納付金が４８億３,２４３万７,０００円、対前年で５.８％の増、

東京都全体では４,６４０億３,９８５万５,０００円、対前年で６.３％の

増となっている。激変緩和については５,５９３万９,０００円、対前年で

２１.３％の減、都の財政支援については１,５６４万５,０００円、東京

都全体では今回１５億８７５万１,０００円が都の財政支援として投入さ

れている。激変緩和後の納付金額であるが、４７億６,０８５万３,０００
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円、対前年で５.９％の増、東京都全体では４,６０２億７,１２１万円、

対前年で５.９％の増となっている。賦課すべき保険料必要額については

４４億８９８万７,０００円、対前年で６.７％の増、東京都全体では４,

０８８億８,９６１万８,０００円、６.９％の増となっている。こちら来

年度の保険税率等の見直しについては、あさって１５日に開催される国民

健康保険運営協議会に諮問をさせていただいて、２月上旬をめどに答申を

いただきたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    今最後の説明であさって国民健康保険運営協議会に諮問するということ

であるが、どういう内容になるのか。 

松下保険年金課長 諮問の内容については、前回、前々回と変更案を示さずに国民健康保

険運営協議会に意見を求めたということで、今回も変更案を示さないで国

民健康保険運営協議会に意見を求めるという形を今考えている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ７番、次期多摩市地域福祉計画（素案）について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 協議会資料７番、３点資料をつけさせていただいている。まず次期多

摩市地域福祉計画（素案）について、それから計画の素案の資料、併せて

計画の概要版、Ａ４横１枚の資料をつけさせていただいている。 

 まずは次期多摩市地域福祉計画（素案）について説明をさせていただく。

最初の資料をご覧願う。地域福祉計画の策定については、社会福祉法第１

０７条において努力義務として規定されているが、地域共生社会の実現に

向けて、地域福祉の推進、地域生活課題の解決に向けた施策の設定や支援

体制等を整備していくことを目的としている。今回計画を改定しようとし

ている状況としては、平成２８年に地域福祉計画（平成２９年度～平成３

４年度）を策定していたが、今年度が現計画の最終年度に当たるため、本

年度中に次期計画を策定することとしている。 

 こちらの計画の概要をご説明する。３つ目の資料のＡ４横の計画の概要

をご覧いただければわかりやすいかと思う。計画の基本理念として、「誰
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もが認め合い 支え合う みんな笑顔で健幸なまち 多摩」を方向性とし

て掲げさせていただく。こちらに関しては、資料の右手上になるが、第六

次多摩市総合計画の前提・背景を踏まえ、新型コロナウイルス感染症への

対応や孤立防止の視点、ダイバーシティ＆インクルージョンの視点、健幸

まちづくりの視点から方向性を掲げさせていただいている。その方向性に

ひもづく地域づくりの視点ということで、身近な地域で健幸的な生活を楽

しむ、地域でつながりを深める、地域のみんなで見守り支え合う、こうい

った３つの視点を掲げさせていただいている。それぞれ地域づくりの視点

に６つの基本施策がひもづくような構成とさせていただいているところで

ある。 

 今計画の基本的な考え方、中身を先にご説明させていただいたが、冒頭

には計画策定の趣旨、計画の位置づけ・期間・策定の体制、そして健幸都

市の実現に向けてということで計画の中に記載をさせていただいていると

ころである。 

 今回の計画と現計画の大きな違いとしては、健幸都市の実現に向けてと

いうことで、多摩市の目指す健幸まちづくりについて現行計画では節とい

う項目だったが、章として充実をさせていただいているものである。また、

具体的な施策の展開の中で、これまで基本施策を現計画では５つの柱とさ

せていただいているが、次期計画に関しては６つの柱を立てさせていただ

いている。新たな項目は、多様な支援を推進するというところである。こ

ちらは現計画を策定した当時はなかった多摩市障がい者への差別をなくし

共に安心して暮らすことのできるまちづくり条例に加えて、パートナーシ

ップ制度や多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例

を加えているところである。その中で、具体的な施策の中に新しい項目と

して加えさせていただいているところである。 

 今後の計画策定の進め方であるが、これまで多摩市地域福祉計画推進市

民委員会を開催させていただいている。加えて庁内関係課長による庁内委

員会も実施してきているが、あと３月までに市民による推進市民委員会を

２回、庁内委員会を２回実施させていただく予定である。今後の予定とし

ては、現在パブリックコメントを実施させていただいており、そちらが１
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２月１９日までとなっているところである。パブリックコメントが終了し

たら、また庁内委員会や推進市民委員会にパブリックコメントの反映をさ

せていただいて、その後原案の策定を進めていきたいと考えている。３月

には、原案の確定を目指して健康福祉常任委員会にも報告をさせていただ

きたいと思っている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  質疑というか要望であるが、これ都市計画審議会でも言ったが、計画の

年次についてである。前期の地域福祉計画は平成２９年度から平成３４年

度となっているが、実際平成３４年度はなく、この説明の中で令和元年、

令和２年と出てきてしまってよくわからなくなってしまう。だから、でき

れば西暦も併記していただきたい。そうすると長いスパンで見られるので、

どの時点でというのがわかる。計画は平成のときにつくっているから平成

３４年度となってしまっているのはしようがないと思うが、その後ろに西

暦を補足的につけていただくと見通して見られるので、計画の際にはそう

いったつくり方を検討していただきたいと思う。 

松崎福祉総務課長 ご意見ありがとう。そのようにわかりやすく修正できるところは見直

していきたいと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 それでは、８番、多摩市民生委員・児童委員の一斉改選状況について、

市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 では、協議会資料８、多摩市民生委員・児童委員の一斉改正の状況に

ついて報告させていただく。こちら多摩市民生委員・児童委員であるが、

令和４年１１月末日をもって３年の任期が満了した。１２月１日に一斉改

選を行い、新たな構成となったところである。 

 一斉改選を終えた候補者の状況である。資料の項目２をご覧願う。一番

下から２つ目の欄、合計のところを説明させていただく。多摩市は定数が

１１２人である。一斉改選前、現任数として９３名の方がおられた。今回

の一斉改選により１４人の方が年齢要件により退任、加えてその他ご本人
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のご事情により１０人の方が退任されたところである。候補者、新たな承

認数として１１人おられ、最終的に委嘱した人数としては８０名の方とな

ったところである。その結果、欠員地区が３２あるような状態である。充

足率としては７１.４％になる。前回の元年度と比べて委嘱者数が若干少

なくなっているようなところである。現在、下の枠のところに「調整中の

候補者」と書かせていただいているが、引き続き一斉改選後も新たな担い

手候補者探しを続けており、１２月１日の改選後も引き続き候補者を推薦

して担い手の数をふやしていきたいところである。一斉改正の状況につい

ては以上となる。 

 加えて、資料として一斉改選欠員地区の状況がわかる地図もつけさせて

いただいたのでご覧いただければと思う。こちら、色が赤く塗ってあると

ころは現在欠員となっている状況である。一番多くなっているところが第

三民生委員協議会地区であり、赤い色を塗っているところが少し多くなっ

ているところである。エリアとしては、地域で言うと永山、貝取、豊ヶ丘

４丁目・５丁目の欠員が多くなっているような状況である。一斉改選の状

況については以上とさせていただく。 

 最初のＡ４縦の資料に戻らせていただいて、項目３番、その他というと

ころである。民生委員・児童委員の皆様方へのモバイルＰＣの支給に取り

組んでいるところである。こちらに関しては、東京都令和４年６月補正予

算においてデジタル機器導入による民生・児童委員活動支援事業により１

１億円が計上され、東京都内の民生・児童委員の皆様方に東京都民生・児

童委員連合会を通じてモバイルＰＣが支給されることとなった。多摩市も、

民生・児童委員定数分の１１２台分の配布をいただくこととなっている。

この機会を捉えて民生委員の皆様方のＤＸ化を推進し、モバイルＰＣを活

用することで、以下①から④の項目書かせていただいているが、新たな効

果を期待しているところである。まず会議資料の共有化を行うことで、現

在毎回会議等あるたびに紙で配付している資料をデータ化し、印刷費用の

削減や業務の効率化、あと紙の保管で民生委員の皆様方にご負担をかけて

いるので、そういったところの軽減になるかと思う。 

 また、対面での会議を避けたい場合には、オンラインでの会議が可能に
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なる。加えて、現在民生委員の皆様方に紙で報告書等を提出していただい

ているが、パソコンのドライブ上への入力に変更することで集計作業の入

力が簡単になることを期待しているところである。また、就労者の方でも

委員活動ができるような環境を用意し候補者の間口を広げる効果も、こう

いったモバイルパソコンの導入によって期待しているところである。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

しのづか委員  民生委員のことについてはこの協議会の場で前に提案をさせていただい

たが、例えば市の職員が兼務できると前の質疑の中では聞いたが、例えば

そういった努力を市の職員に投げかけるようなことはされたのか。 

松崎福祉総務課長 民生委員の担い手というところで、公務員が民生委員を担うことはで

きるような状況である。現職の市の職員への具体的な働きかけまでには至

っていない。退職された市の職員の皆様方にはお声がけをさせていただい

て、直接お話しする機会などを設けることを今年度実施させていただいて

いるところである。 

しのづか委員  この減員の状況は少し危機的だと思う。特に必要な地域に減員が多い。

例えば諏訪４丁目や永山は高齢化が非常に進んでしまっており、ニーズが

高いところに減員が目立っているような状況があると思う。だとしたら、

そういう手を尽くしていただいて、例えば社会福祉協議会の地域コーディ

ネーターさん等、現業はあるにしても、そういった似通った職種で関連し

て動けるような人に働きかけはすべきではないかと思っているので、その

辺やってもらえるだろうか。 

松崎福祉総務課長 委員にご指摘いただいたとおり、本当に必要な地域に担い手を確保で

きないような状況になっている。こちらの担い手確保に向けては、令和２

年度、民生委員・児童委員の皆様と人材確保のための検討会をつくらせて

いただいて、どのように取り組んでいけば人材確保につながるかというこ

とで検討を進めてきているところである。その中では、民生委員自体の活

動のしやすさ、負担の軽減というところがまず一つ課題として挙がってい

たので、令和３年、令和４年と業務の改善、負担の軽減に取り組んできた。 

 また、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーター等への声かけという

ことで今お話しいただいたが、令和４年度は自治会の皆様方を中心に、退
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職された職員の皆様、様々なつてを使って候補者を獲得する、担い手を確

保するために新たなパンフレットを作成して、協力員募集にそれぞれ機会

を捉えて出向いて説明をしてきている。 

 その中で、介護予防リーダーに説明に出向いたことで、自ら手を挙げて

いただいて担い手になっていただいたということもある。あと、周知にい

ろいろ取り組む中で、自らパンフレットを見たので、たま広報を見たので

ということで直接福祉総務課に足を運んでくださった方もおられるので、

委員言われるとおり、いろいろな媒体を活用して本当に担い手確保に努力

していきたいと思っている。新たな提案をありがとう。 

しのづか委員  かつては、私の地域などはまだそうであるが、前任の民生委員が次の後

任の方をきちんと探していただいて、引き継ぎもしてというのが常識的な

バトンタッチの仕方だったのだと思うが、こうやって一回穴が空いてしま

うとそういう継承ができなくなってしまうし、自治会の加入率が６割とい

うような状況の中で、成り手がもういない。自治会なども、自治会長の負

担が非常に重たくなかなか引き受けてくれる方がいないという状況の中に

おいては、私は職員が職務として兼任することも考えなくてはいけないか

と思っている。だから、その辺もきちんと検討していただきたいと思う。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 ９番、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」及び「住民税

非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 それでは、項目９、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」

及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について、進捗状況

をご報告する。 

 まず項目１番、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

である。こちらは、ご承知のことかと思うが、電力・ガス・食料品等の価

格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯に

対して１世帯当たり５万円の現金をプッシュ型で給付するものである。こ

ちらの取り組みを進めさせていただいているところである。一番下の（５）
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の経過をご覧いただければと思う。１１月４日に公式ホームページ等で支

給の概要を掲載したところから具体的な取り組みをスタートし、１１月２

１日に対象世帯へ約１万４,０００通、通知を発送させていただいている

ところである。こちらは、通知の確認書にチェックを入れて市に送り返し

ていただき、支給するような流れである。続々と返信がされてきていると

ころである。 

 裏面、２ページ目の各給付金の進捗状況をご覧願う。 

 （１）が電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の進捗状況であ

るが、先ほど確認書で約１万４,０００通とお話ししたが、未申告の方へ

申請書を発送した分を含めると全体で１万５,８９０通ほど発送させてい

ただいており、現時点で封筒の申請書の戻り数が全体で１万１,０００通

を超えてきたような状況である。そのうち、支給決定数に関して「集計中」

という記載をさせていただいているが、１１月２５日時点では集計中だっ

たが、直近の数字で家計急変世帯に関しては７件ほど、非課税世帯への確

認書の通知は９,２００通ほど戻ってきているところであり、その方々へ

支給決定して、１２月下旬には支給できるように今事務を進めているとこ

ろである。 

 次に、（２）は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の進捗状況

で、令和３年度、令和４年度と実施してきているが、令和４年度は夏の７

月に支給事務を開始し、７月８月と対象者世帯に申請の促しをして進めて

きているところである。こちらに関しては、２,７６７通申請書等を発送

させていただき、支給決定数は現在、非課税世帯に関しては１,８２０世

帯である。この数字は１１月２５日時点である。こちらの臨時特別給付金

に関しては年内終了で、最終的にはもっと数字が大きくなることを想定し

ているところである。 

 同じく（３）令和３年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金に関

しては、最終的な確認書の発送数が１万６,２５０通である。最終的に支

給決定した件数としては１万４,８３８件である。未申告の方々も含めて

通知を発送しており、最終的に支給できた世帯としては９１％を超えてき

たようなところである。こちらの給付金に関しての説明は以上である。 
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きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １０番、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」他の進捗

状況について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 それでは、項目１０番、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支

援金」他の進捗状況についてである。 

 １番の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、令

和３年７月から制度の取り組みを進めているところである。こちらの自立

支援金は１２月末で申請の受け付けを終了する、そして制度が終了に向か

っていくところである。令和４年度に関しては、新規申請者が４８件、再

支給の申請件数が６７件という状況である。 

 続いて（３）自立支援金の支給決定件数の内訳で、令和３年度の新規申

請者、再支給者、令和４年度の新規申請者、再支給者の男女別で表を分け

ているところである。特徴として、令和３年度は３０代から６０代の幅広

い世代で申請が多くなっていたところである。令和４年度は層が狭くなっ

てきており、３０代４０代５０代の世帯を中心に申請数がふえてきている

ような状況になっている。 

 項目２番に移る。しごと・くらしサポートステーション相談状況につい

てである。こちらはページ３ページ目になる。現在しごと・くらしサポー

トステーションの相談では、令和２年度コロナ禍で非常に相談件数がふえ

たところであるが、令和３年度令和４年度と新規相談受付件数については

落ち着きを見せてきているところである。 

 （２）の相談延べ件数であるが、相談の内容を住居確保給付金と生活困

窮者に分けて集計しているところであるが、特徴として、コロナ禍の令和

２年・３年と住居確保給付金に関する申請相談が多かったところが、現時

点では生活困窮に、何かしらの生活のお困り事に関する相談が一定程度ず

っと数字があるところである。したがって、住居確保給付金と比べて生活

困窮者の相談人数のほうがふえてきているようなところである。 

 ４ページ目の（３）月ごとの内容別新規相談件数をご覧願う。こちらは
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これまでと大きな傾向は変わらないが、収入や生活費に関することのご相

談が一番多くなっており、その次、家賃やローンの支払いのこと、仕事探

し、就職について、４番目に住まいについて、こういった相談が多くなっ

ている。こちらの傾向については、令和３年から大きく変わっていないと

ころである。 

 （４）住居確保給付金の申請件数である。こちらは令和３年度申請者数

としては６３件あり、令和４年４月以降であるが４月から１０月まで現在

２０件程度の申請となっており、住居確保給付金については申請者数が減

少しているところである。ただ、こちらの住居確保給付金については、５

ページ目の一番下の黒ポチのところをご覧いただければと思う。令和４年

１０月の厚生労働省通知により、住居確保給付金の特例措置に関しては令

和４年１２月末までだったものが、申請期限が令和５年３月末まで延長さ

れたような状況である。 

 ６ページ目をご覧願う。住居確保給付金支給決定件数の内訳で、こちら

も令和３年度令和４年度年代別男女別で数字を集計させていただいている。

生計の担い手は男性の方が多いというところで、申請者に関しては男性の

ほうが女性より多くなっているところである。年代についても、先ほどお

話しした新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金と同様に３０代

４０代５０代の層の人数が多くなっているところである。あと参考で、多

摩市社会福祉協議会の貸し付けの相談・申請状況について資料を載せさせ

ていただいている。 

 加えて最終ページをご覧願う。こちらは参考であるが、東京都の事業で

ある「東京おこめクーポン事業」について、令和４年１１月２５日、東京

都市長会全体会からこういった情報があったのでご報告させていただく。

こちらは新たに都民の生活への支援、低所得者への支援ということで東京

おこめクーポン事業～国産農産物を活用した低所得世帯への生活支援～と

いう取り組みが新たに予定されているところである。 

 対象世帯としては、現在電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

を実施しているが、その支給対象世帯ということで情報をいただいている

ところである。支援内容としては、対象世帯に国産の米や野菜などの食料
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品と引き換え可能なクーポンを配布する。専用申し込みサイトもしくはは

がきでの申し込みにより食料品を自宅へ配送する。お米の量としては１世

帯当たり２５キログラム相当分というような内容になっている。まだ市に

詳しい情報は東京都から来ていないところであるが、年明け市でこちらの

東京都事業の取り組みに協力して事務対応が発生するものと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １１番、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受給終

了者に対するフォローアップの実施について、市側の説明を求める。 

松崎福祉総務課長 それでは、項目１１番、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支

援金」の受給終了者に対するフォローアップの実施についてである。 

 こちらであるが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が１

２月をもって終了となる。この自立支援金を受けられた方々の要件である

が、資料の冒頭３行に書かせていただいているが、この自立支援金の受給

されている方々は、東京都社会福祉協議会による緊急小口資金及び総合支

援資金貸付の特例貸付を受けられた方々でもある。 

 そのため、この自立支援金を受給された方々は令和５年１月から貸し付

けの償還が開始されるような状況になる。それを受けて、フォローアップ

の体制づくりとして、国から事務連絡もあり、受給終了者に対して緊急小

口資金、総合支援資金貸付の特例貸付の償還免除に関するお知らせ、加え

て社会福祉協議会と個別面談をすることによる償還猶予の対応、受給終了

後においても生活に困窮する場合の相談、こういった対応策をつないでい

くために、私ども市から受給を終了した皆様方に改めて通知を発送させて

いただく。 

 対象者としては、１１月２８日時点で１５６人おられるところである。

また、まだ制度の支給申請が続いているので、見込みとして４４人程度１

２月中に新たに発生するものと捉えている。そのため、現在１２月上旬案

内発送、個別電話（随時）という取り組みを考えているが、今その取り組

みを進めているところである。 
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 前回の常任委員会でもご意見をいただいた多摩市社会福祉協議会による

緊急小口資金及び総合支援資金貸付利用者に関する償還免除の対象の人数

であるが、９月末時点の数字であるが、償還免除の承認を受けられた方が

７２９件、不承認になられた方が３９件という数字をいただいているとこ

ろである。まだこの免除申請の受け付けが進んでいるので数はこの先伸び

ていくと捉えているが、９月末時点で東京都社会福祉協議会からこういっ

た数字をいただいているところである。 

 この貸し付けの償還免除も含めて償還の猶予という手続も進めていくこ

とが必要だと、国の通知も含めて受け止めている。そのため、社会福祉協

議会、自立相談支援機関であるしごと・くらしサポートステーションと市

と連携しながら対象者の皆様方をフォローアップしていけるように取り組

みを進めていくことで今打ち合せをしながら、まずは通知の発送、それか

らしごと・くらしサポートステーションで個別の電話相談に取り組んでい

きたいと考えている。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    まずここに出てくる１０月２８日付厚生労働省事務連絡の中身を知りた

いが、後で結構であるので教えてほしい。それから、来年１月１日から償

還を迫られる方の数を今言われたと思うが、もう一度教えてもらいたい。

それから、このフォローアップ事業の中身についての問い合せ、また生活

に困窮した場合の相談は、流れとしてはまずしごと・くらしサポートステ

ーションに行くことになるのか。 

松崎福祉総務課長 まず１点目の緊急小口資金特例貸付等の取扱いに関する国通知である

が、国から緊急小口資金特例貸付等の借り受け人へのフォローアップ支援

についてということで通知があった。内容としては、償還免除を行った方

へのアプローチ、免除の案内に未応答の方に向けての対応、あと償還が困

難な借り受け人に対してという内容のもの、加えて私たち市でまずできる

ところとして、自立支援金の受給終了者等に対する重点的なフォローアッ

プの実施。こちらに関しては、自立支援金受給終了者に市から特例貸付の

償還免除の情報や自立相談支援機関の窓口のご案内を通知する、併せて自

立相談支援機関からプッシュ型で電話相談等を自ら行うという内容のもの。
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加えて住居確保給付金の受給終了者も申請者としては把握しているところ

で、同じような生活課題等の適切なアセスメントの実施といった内容をい

ただいているところである。 

 ２番目の償還免除の人数である。９月末時点で償還免除の承認を受けた

方７２９件、不承認の件数が３９件という数字をいただいているところで

ある。 

 ３つ目、フォローアップの相談についてはパターンが幾つかあるかと思

っている。まずしごと・くらしサポートステーションにご相談される方も

おられるかと思うが、償還免除に関する内容だと社会福祉協議会にもご相

談が入ることを想定している。また、自立支援金という給付事業を考える

と、市から通知が行くと市にも問い合せがあるというような、３つの入り

口を想定している。 

 したがって、三者で連携しながら必ず相談につながっていけるように体

制づくりをしていく必要があると考えており、担当者間でどういった連携

が可能か今話し合いをしているところである。また、今回自立相談支援機

関が償還対象に当たる方を把握した際に、この方の生活状況を考えると償

還していくのは難しいのではないかといったところを意見書として社会福

祉協議会に提出すると償還の猶予をしていただくような取り組みもできる

ので、そういった情報をしっかりと共有しながら支援をしていきたいと考

えている。 

小林委員    今ご説明の相談するところが社会福祉協議会であったり、しごと・くら

しサポートステーションであったり、いろいろで、市に直接来る場合もあ

るかもしれないが、そういったときに、その相談内容を客観的に見て、こ

の方は生活保護が必要だというような判断をどこかでするようになると思

うが、そういうときは例えば社会福祉協議会で判断したり、あるいはしご

と・くらしサポートステーションでそのように考えて、それから生活福祉

課につなげる形になるということで考えてよろしいか。 

松崎福祉総務課長 委員がお考えになられるようなイメージかと思っている。それぞれ事

情をお聞きしながら、必要性があれば生活福祉課にご相談をさせていただ

く。社会福祉協議会が迷う場合は、当然しごと・くらしサポートステーシ
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ョンに相談していただきたいし、市にも相談していただきたいと思ってい

るので、三者間での連携をしっかり取っていきたいと思っている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １２番、令和４年度上半期（４月～９月）の生活保護の相談・申請状況

等について、市側の説明を求める。 

松田生活福祉課長 それでは、１２番目、生活保護の相談・申請状況についてである。こ

ちらについては、定期的に市議会の皆様にご報告をさせていただいている。

今回は令和４年度上半期の状況がまとまったので、報告をさせていただく。 

 まず１番目、相談・申請件数である。相談については一番右に平成３１

年度、コロナ禍以前の数字がある。こちら延べ人数であるが、１年間で６

３１件がコロナ禍になると令和２年度９９１件と大体１.６倍に膨れ上が

ったような形である。それが令和３年令和４年と引き続き高止まり傾向で

ある。令和４年度の上半期については４５５件で、令和３年度の上半期４

７１件と比較するとやや減少しているものの、コロナ禍前の平成３１年度

と比較すると高止まりの傾向が続いているような状況である。 

 続いて申請についてである。申請については、これもコロナ禍前の平成

３１年度は１７４件という件数であった。これは実人数になっている。そ

れがコロナ禍が顕在化した令和２年度には２２７件で約１.２倍～１.３倍、

そこからずっと高止まりが続いているようなところであるが、今年度につ

いてはもう既に１３５件という件数になっている。これは前年度の上半期

９９件と比較しても１.３倍と、高止まりしているのにさらに１.３倍とい

うような状況になっている。こちらについては、今般の物価高騰で食料品

も上がってしまっているのが影響しているのではないかと思っているとこ

ろである。今後についても、先ほど来あるコロナの特例貸付といったもの

が終了していく中では、生活保護制度にかかる役割が大きくなるだろうと

考えている。 

 続いて２ページ目である。被保護世帯、人員、保護率の推移である。白

い棒グラフが世帯数、オレンジの棒グラフが世帯人員、黒い折れ線グラフ
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が保護率で、保護率については１,０００分の１単位のパーミルという単

位を使っている。保護世帯数は令和２年５月以降増加傾向にある。コロナ

禍前と比べると高止まりが続いている状況である。令和３年１月に多摩市

としては初めて１,９００世帯に到達し、今は１,９５０世帯ぐらいでずっ

と高止まっているような状況である。保護人員と保護率については、令和

２年５月以降増加傾向にあったが、令和４年５月以降は微減となっている。

複数世帯が減少して単身世帯が増加しているため、保護人員は減少してい

るが保護受給世帯は増加しているような状況である。 

 これが２６市と比較するとどうなっているかというのが３番目の表であ

り、多摩市は１７パーミルであるので、２６市を並べてみると上から数え

て１３番目、ほとんど真ん中、２６市平均の１７.１パーミルと同程度の

水準となっているような状況である。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

小林委員    今年度の下半期がどうなるのかというのはまだわからないと思うが、確

かに今ご説明あったようにコロナ禍前の２０１９年度と比較すると相談件

数はぐっとふえて高止まりという状態になっている。ただ、コロナ禍の影

響がもっと出てきているのではないかと考えるともっとふえてもいいので

はないかと思うのと、それから、申請件数は今説明あったようにふえてい

るということで本当に深刻になっているかと思うが、このような傾向につ

いては、所管としてはこのぐらいかと見ているのか、本当は相談件数でい

うともっとふえてもいいのではないかと思っているのか、その辺りを伺え

ればと思う。 

松田生活福祉課長 所管としてはというようなところであるが、相談については、今私ど

も面接相談室が３つあるが、もうほぼフル稼働で対応しているような状況

である。したがって、申請件数は今年度ここに顕著に数字として表れたわ

けであるが、今後についても先ほど来ご説明させていただいている生活保

護になってしまうまでの支援の特例貸付、そういった支援のものがだんだ

んと終了していくような状況であるので、これからは生活保護の相談、ま

た申請というところはふえてくるだろうと考えている。フォローアップと

いうような話も先ほどあったが、そういったところも連携を密にしながら
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生活保護に係る役割というような期待を果たしていきたいと考えている。 

小林委員    私はもっと利用してもらえる制度にしていく必要があるかと思うが、た

だ、根本的なことを言えば、今の生活保護制度というのは、こういう表現

がよいかどうかわからないが、本当にすっからかんにならないと利用でき

ない制度で、これは改善していく必要があるかと思っている。 

 ただ、それは多摩市でどうこうできることではないので、多摩市ででき

ることとして、一つはやはり、何回も言っているが、生活に困っている人

は無条件で利用できる制度なのだということをもっと知らせて周知をして

いくことと、それから利用しない一つの原因は、利用することは恥だとい

うことが日本の社会だと非常に強いということがずっと言われているが、

その恥の意識を助長するような、例えばこれも何回も言っているが扶養照

会のようなもので対応することをなくしていく、多摩市でできることとし

てそういった対応をぜひ心がけてもらいたいということを最後に申し上げ

て、質疑は終わりたいと思う。 

あらたに委員  この保護世帯の人たちの物価高騰といった部分の補填というか、光熱水

費も結構上がっていると思うが、そこら辺はどうなっているか。 

松田生活福祉課長 確かに今般の物価高騰は生活保護の利用者の方もまさに直撃している

ようで、私どもに対しても悲痛な叫びは届いている。 

 一方で、生活保護制度の保護基準も含めて法定受託事務という枠組みの

中では、保護基準を多摩市だけの力で上げることはできないし、多摩市だ

けの力で何か対応するというようなところはなかなか難しいというのが現

状である。現場としては、現場の声をいただいているわけであるので、国

や東京都に対して保護基準を上げるべきではないかと訴えているような状

況である。 

あらたに委員  ちなみに国が保護基準を見直すタイミングはどういうルールになってい

るのか。 

松田生活福祉課長 保護基準については厚生労働大臣が決めると生活保護法の中で規定さ

れている。見直しについても３年から５年程度で見直しをしているという

中では、前回は平成３０年にやったが、５年後の平成３５年、令和５年、

まさに来年度保護基準の改定があると伺っている。 
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きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 １３番、第９期多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和６

～８年度）の策定について、市側の説明を求める。 

五味田高齢支援課長 第９期多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和６～８

年度）の策定についてご説明させていただく。この計画は３年に一度改定

しているものであって、次は令和６年からの第９期になる。来年度策定す

ることとなり、計画の改定に当たり事前の資料として高齢者実態調査を実

施する。 

 資料の１番、多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について。

本計画は、老人福祉法の規定に基づく市町村老人福祉計画と介護保険法の

規定に基づく市町村介護保険事業計画を一つにまとめたものになる。 

 ２番、計画改定に向けた検討の場と高齢者実態調査についてである。計

画改定に向けての検討の場は大きく３つを考えており、（１）多摩市介護

保険運営協議会が１つ目になる。２つ目、（２）高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画改定案策定のための会議体ということで、これは６つほど

の会議体を考えており、この中には介護や福祉医療の専門家、ＮＰＯ団体、

市民、認知症の家族の会など、それらの方々が委員となっている会議体を

考えている。（３）多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画改定案

策定委員会。こちらは庁内の課長級が集まって検討する委員会になる。 

 次のページに行って、（４）高齢者実態調査である。こちらは計画改定

に当たって参考となるデータを調査するものになる。調査期間は令和５年

１月１８日から２月８日を予定している。調査の結果の概要は５月中旬頃

に出てくるのではないかということで予定している。実態調査は大きく３

つあり、まず①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査である。こちらは調査

目的が要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握するこ

とで、地域診断に活用し、地域の抱える課題を特定する資料とするもので

ある。調査の対象は６５歳以上で、要介護認定を受けている方を除いて、

４,０００人を無作為抽出するものである。設問については、厚生労働省
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が示した項目約６０項目と市の独自項目を予定している。 

 ②在宅介護実態調査である。こちらの調査目的は、在宅で生活している

要支援・要介護認定を受けている方のうち、更新申請と区分変更申請に伴

う認定調査を受けた方を対象に、介護保険サービスの利用状況と、在宅生

活の継続、介護者の就労継続の関係を分析するために行うものである。調

査対象は、在宅で生活している要支援・要介護認定を受けている方のうち、

更新申請・区分変更申請に伴う認定調査を受けた方１,５００人である。

設問は、厚生労働省により示された約２０項目を予定している。 

 ③介護保険事業所調査。調査目的は、介護保険事業所の活動状況、事業

を展開する上での課題を把握し、事業所に対する支援と見込み量の検討資

料とするものである。調査対象は、アが居宅介護支援事業所全数、イが居

宅介護サービス事業所全数、ウが施設サービス事業所全数、約２００件程

度になる。こちらの設問は多摩市独自の調査で約４０項目となる。①のニ

ーズ調査の中には、これまで議会で質問が出ていた高齢者の補聴器の使用

状況に関する項目、デジタルデバイドに関する項目、コロナ禍で高齢者の

生活がどのように変化したかというような内容も盛り込む予定としている。 

 ３ページ目に行って、３番国の計画改定スケジュールと市のスケジュー

ルであるが、まず国の方から今年度８月に計画の説明会を受けて、市でも

準備を進めているところである。市としては、令和５年の１月１８日から

調査を開始し、来年度５月に既存の会議体での意見聴取を開始し、６月に

簡易分析値の報告ができるかと思っている。８月に素案の検討の開始をし、

９月～１１月策定委員会を開始、１２月には素案を策定し、パブリックコ

メントを予定している。令和６年１月には市民説明会を予定しており、令

和６年３月に計画書作成を目指している。３ページの下の資料は、厚生労

働省からの資料で、参考につけている。 

 ４ページ目に行って、こちらも第８期のときの検討の経過を参考までに

つけているので、ご覧いただければと思う。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 
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 １４番、介護保険・障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援給付

金の支給実績について、市側説明を求める。 

平松障害福祉課長 １４番、介護保険・障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援給

付金の支給実績について。７月の臨時議会で補正予算をお認めいただいた

給付金の実績報告をさせていただければと考えている。資料をご覧願う。 

 まず事業概要である。目的は、原油価格や物価の高騰により、高齢者・

障がい者（児）へのサービス提供を行う事業所等に係る運営経費の増大が

生じている状況を踏まえ、市内サービス事業所に物価高騰等対策支援給付

金事業を実施するものとなっている。 

 補助対象であるが、市内に事業所を有し、令和４年８月１日時点で介護

保険事業、障害福祉サービス等事業（地域生活支援事業、障害児通所・入

所支援事業を含む）を実施している法人ということで実施させていただい

た。 

 事業内容として、提供サービスの形態により費用も異なってくるという

ところで、それぞれ全事業所向けに給付する基本（物価高騰等対策）部分

と、食事提供を行う事業所向けに支給する食料価格高騰対策部分とで助成

内容を区分して給付金額を決定し、助成をさせていただいた。基本部分で

あるが、こちらは対象が全事業所で、助成対象は光熱水費、消耗品（ケア

用品）費等に係る高騰分、給付金額は、まず訪問系、相談系、短期入所は

１事業者当たり５万円、通所系については１５万円、入所施設においては

１００万円、グループホームにおいては２０万円を一括してお支払いする

ものである。食料価格高騰対策分については、食事（おやつ等含む）の提

供を行う通所系、入所系の事業所が対象で、事業所が提供する食料価格高

騰分、給付金額が、入所系の事業所は１定員当たり８,０００円、通所系

の事業所は１定員当たり３,０００円で、定員を掛けたものを支給させて

いただいたという形になる。それぞれ１０月末までに申請をいただき、支

給させていただいた。 

 財源としては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金にお

ける「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用予定と

なっている。 
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 給付実績については、介護保険事業が７４法人１６３事業所、執行額が

３,５３３万９,０００円、補正予算額が３,８２７万７,０００円で執行率

が９２％、障害福祉サービス事業所等については６８法人１２５事業所、

執行額が２,０２２万５,０００円、予算額が２,３５１万７,０００円だっ

たので執行率が８６％ということで支給させていただいた形になる。 

きりき委員長  市側の説明は終わった。質疑はあるか。 

あらたに委員  市がやっているこの事業自体の財源は何を財源としたのかが１点と、９

月の都議会で同じようなメニューが補正予算で計上され、東京都も同じよ

うなことでやっているが、保育園については地元の自治体に申し込むとい

うルールだったが、障がい者施設についてはたしか東京都は直接申し込む

形になるので重複して申込みできるではないかと思うが、ここら辺はどう

いうルールになっているのか確認させてほしい。 

平松障害福祉課長 まず財源であるが、先ほどの新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を財源としている。もう一つご質問いただいた東京都の補助金

の関係である。障害福祉の部分については、入所系の事業所においては東

京都が直接補助するということで対応している。一応重複については、申

請はできるが明確に重複は難しいという話で整理されているところである。

それ以外の部分については、東京都が市町村への補助金という形で用意し

ている部分があるが、支給の要件を精査すると、条件が市内のサービス利

用者の人数に限る部分があり、必ずしも市が既に払っている部分より上回

らないところもあり、あと適正な金額の部分が今のところ市から支払われ

ているので、再度の事業企画はしていないという状況になっている。 

きりき委員長  ほかに質疑はあるか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

きりき委員長  質疑なしと認める。本件についてはこれで終わる。 

 以上で協議会を終了する。 

（協議会終了） 

                ──────────────― 

                  午後 ３時０６分 再開 

きりき委員長  休憩前に引き続き会議を開く。 
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 委員会を再開する。 

 以上で本日の日程はすべて終了した。 

 これをもって健康福祉常任委員会を閉会する。 

                  午後 ３時０６分 閉会 
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